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平成２１年第１回訓子府町議会定例会会議録 
 

 

○議事日程(第２日目) 

平成２１年３月１１日（水曜日）       午前９時３０分開議 

 

第１４ 議案第１８号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第２０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

第１６ 議案第２１号 職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

第１７ 議案第２２号 町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１８ 議案第２４号 町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１９ 議案第２６号 訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定

について 

第２０ 議案第 ９号 平成２１年度訓子府町一般会計予算について 

第２１ 議案第１０号 平成２１年度訓子府町国民健康保険特別会計予算について 

第２２ 議案第１１号 平成２１年度訓子府町老人保健特別会計予算について 

第２３ 議案第１２号 平成２１年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算について 

第２４ 議案第１３号 平成２１年度訓子府町介護保険特別会計予算について 

第２５ 議案第１４号 平成２１年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第２６ 議案第１５号 平成２１年度訓子府町水道事業会計予算について 

第２７ 議案第１６号 訓子府町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

第２８ 議案第１７号 訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

第２９ 議案第２３号 訓子府町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第３０ 議案第２５号 訓子府町季節保育所及びへき地保育所条例の一部を改正する条例

の制定について 

第３１ 議案第２７号 訓子府町農業交流センターの一部の長期的な利用について 

第３３ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

第３４ 報告第 ３号 定期監査結果報告について 

第３５ 報告第 ４号 出納検査結果報告について 

第３６ 報告第 ５号 所管事務調査結果報告について 
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        １番  橋 本 憲 治  君              ２番  西 山 由美子  君 
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      １０番  小 林 一 甫  君 

                     

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

 

              町              長      菊  池  一  春    君 

    総 務 課 長   佐  藤  明  美    君 

              総 務 課 業 務 監   八  鍬  光  邦  君 
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              教 育 長      山  田  日 出 夫    君 

              管 理 課 長      平    塚    晴    康    君 

              社 会 教 育 課 長      上  野  敏  夫   君 

       幼稚園・保育園事務長   菅  野     宏  君 
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              農 業 委 員 会 長      谷  本  茂  樹    君 

              監 査 委 員      山  田     稔    君 

              農業委員会事務局長      遠  藤  琢  磨    君 

              会 計 管 理 者   三  好  寿 一 郎  君 

 

○職務のため出席した事務局職員 
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開議 午前 ９時３０分 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 本日の出欠を報告いたします。本日は、全議員の出席であります。 

 田古選挙管理委員長から、欠席の報告がありました。 

なお、田古選挙管理委員長については、本日から、今定例会の閉会までの間、欠席であ

ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎議案第１８号、議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２４号、 

     議案第２６号、議案第 ９号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号、 

     議案第１３号、議案第１４号、議案第１５号 

○議長（橋本憲治君） この際、日程第１４、議案第１８号、日程第１５、議案第２０号、

日程第１６、議案第２１号、日程第１７、議案第２２号、日程第１８、議案第２４号、日

程第１９、議案第２６号、日程第２０、議案第９号、日程第２１、議案第１０号、日程第

２２、議案第１１号、日程第２３、議案第１２号、日程第２４、議案第１３号、日程第２

５、議案第１４号、日程第２６、議案第１５号は、関連する議案なので一括議題といたし

ます。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 説明員にお願いしたいと思います。新予算に入りますので数字、それから少しゆっくり

ご説明いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 それとまた、今日温度上がるみたいですから、上着を脱いでも結構でございます。 

 それでは、議案第１８号から順次説明をお願いしたいと思います。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の６１ページをお開き願います。 

 議案第１８号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案説明

をさせていただきます。 

 訓子府町介護保険条例（平成１２年条例第１１号）の一部を改正する条例を制定しよう

とするものであります。 

別紙につきましては､６２ページからの改正条例案でございますが、その内容につきまし

ては６４ページの新旧対照表によりご説明いたします。 

６４ページ。まず、第３条でございます。保険料率の規定でありますが、平成１８年度

から２０年度までの第３期介護保険計画が終了し、平成２１年度から２３年度までの第４

期計画期間中の保険料を定めるものでありますことから、条文中の年度の記述を改正する

ものであります。 

また、各条文中の令３８条を令３９条に改正することとしていますが、介護保険法施行

令第３８条の規定につきましては、標準的な保険料段階の規定でありまして、平成１６年

度及び１７年度における税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置が平成２０年度で終了
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することから、介護保険法施行令第３９条の規定により保険料を多段階設定といたしまし

て、それぞれの段階の保険料の急激な上昇を抑制しようとするものであります。 

具体的な保険料の額につきましては、改正案の第３条第１号から第７号まで記載の額に

なりますが、第４号４４，４００円、月額３，７００円を基準月額といたします。第３期

計画期間中と比較いたしまして、基準月額を２００円引上げることとしております。 

第３条第１号の第１段階保険料は、生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で非課税世

帯に属する者を年額２１，０００円から２２，２００円に、第２号、第２段階は、非課税

世帯で本人収入が８０万円以下の者、年額２１，０００円から２２，０００円に、第３号、

第３段階は、非課税世帯で本人収入が８０万円を超える者、年額３１，５００円から３３，

３００円に、以下それぞれの区分ごとに改正することとしております。 

このことによりまして、第３期計画中の第６段階から第４期介護保険計画期間中は第７

段階に設定しようとするものであります。 

第５条につきましては、介護保険法施行令の保険料率の適用条文が変わることによる改

正であります。 

６５ページでございます。第６条につきましては、第３条第５号に地方税法による合計

所得金額の規定が加えられましたことから、この条文から削除するものであります。 

附則といたしまして、この条例の施行期日は平成２１年４月１日であります。 

第２条では経過措置を規定しておりますが、平成２０年度以前の保険料につきましては、

従前の例によることとしております。 

第３条ですが、平成２１年度から２３年度までの保険料率の特例であります。本則の第

３条第４号に規定する基準となる保険料年額４４，４００円の者のうち、課税世帯に属し

本人収入が８０万円以下の者につきましては、この期間中、年額３９，０００円とする特

例を設けようとするものであります。 

この結果、実質的な保険料段階は現行の６段階から８段階となるものであります。 

以上、訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由の説

明をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤明美君） 議案第２０号の提案理由の説明をさせていただきますので、

６８ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第２０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第３０

号）の一部を改正する条例を次のように制定しようとするものであります。 

それでは、記以下につきまして、説明させていただきます。 

６９ページをお開き願いたいのですが、これが今回の改正条文でございまして、７０ペ

ージの新旧対照表になっておりますので、７０ページの新旧対照表のほうで説明させてい

ただきたいと思います。 

まず、この条例改正につきましては、財政健全化戦略プランの策定に伴い改正するもの

でございまして、この条例の別表１、上のほうに小さく書いてあると思うのですが、別表
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１といいますのは、執行機関の専門員及び付属機関の委員に関するもので、委員の種類と

いいますか額を定めている表でございまして、掲げている表のうち日額報酬に該当する各

委員の全部に該当するものという部分でございます。日額報酬というのは、全部で３１の

委員。ここの別表１に書いてあるのですが、そのうち３つが月額報酬で、それ以外は、全

部日額報酬となっておりますので、その日額報酬に該当する委員の全部について適用と考

えていただければと思います。 

その内容につきましては、下のほうの備考に線を引いてあるところございます。備考の

部分でございまして、現行の部分が右側にありますが、２時間に満たない場合の会議等で

は、日額報酬の６割相当額というのが現行でございます。例えば、日額７，０００円とな

っている部分でございますと今までですと６割ですから、４，２００円の支払いをしてお

りましたが、今回の改正によって、２時間以内の会議等の場合は、２，０００円。そして、

１時間を増す毎に１，０００円を加算し、７，０００円に届くまで、７，０００円であた

まうちというような考え方でございます。２時間以内を２，０００円にするというような

考え方でございます。 

また、ここに明記する選挙管理委員会委員長、固定資産評価審査委員会委員長、国民健

康保険運営協議会会長につきましては、従来より一般委員と報酬に差がございましたので、

その部分で一般委員の２時間以内の２，０００円を委員長等につきましては、２，５００

円とするものでございます。 

次に、下のほうの表に入りますが、別表３、その他非常勤の職員に関するものについて

でございます。 

下の表の部分でございます。この中にあります交通安全指導員につきましては、右の表

にもございますように、上のほうの項目で旅費の額という部分でございますが、この額の

部分でございまして、現行の４時間以内３，５００円とありましたが、４時間を超える時

は、７，０００円から２時間以内２，０００円、１時間を増す毎に１，０００円という形

で先ほどご説明した部分と考え方、計算の仕方は、同じでございます。その限度額を７，

０００円とするものでございます。 

そして、６９ページに戻っていただきまして、この条例につきましては、平成２１年４

月１日から施行するものでございます。 

以上、議案第２０号の提案理由の説明をさせていただきましたので、ご審議の上、ご決

定いただきますようよろしくお願いいたします。 

 引き続き、議案第２１号、議案書の７１ページをお開きいただきたいと思います。続け

て説明させていただきます。 

議案第２１号 職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。 

職員特殊勤務手当支給条例（平成１６年条例第３号）の一部を改正する条例を次のよう

に制定しようとするものでございます。 

同じく、記以下につきまして、説明させていただきます。 

７２ページについては、改正条文ですので、その次のページのちょっと横になっている 

と思いますが、この新旧対照表のほうで説明させていただきます。 

この改正につきましても、非常勤の報酬のところでもご説明しましたように、財政健全化
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戦略プランの策定に伴い改正するものでございます。 

現行では、別表の中で第２項の除雪・排雪業務手当というのがございますけども、１月か

ら３月までの期間について月額１，５００円を支給しておりましたけども、今回廃止する

ということで削除になります。 

第３項の火葬取扱手当につきましては、順次１つ繰り上がりまして、第２項となるという

部分です。 

同じく、第４項の消防出動手当につきましては、１回５００円から３００円に改めるとい

うことでございます。 

 以下、現行の第４項から第６項までが、１つずつ繰り上がるというような表でございま

す。 

７２ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成２１年４月

１日から施行するものでございます。 

以上、議案第２１号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

申し訳ございません。また、続きまして、議案第２２号、議案書の７４ページをお開き

ください。 

議案第２２号 町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。 

町職員の旅費に関する条例（昭和２９年条例第３号）の一部を改正する条例を次のよう

に制定しようとするものでございます。 

それでは同じく、記以下につきまして、説明させていただきます。 

７５ページ７６ページは改正条文ですので、次のページ。７７ページ、７８ページをご

覧いただきたいというように思います。新旧対照表で説明いたします。 

 まず、この条例改正につきましても、先ほどからいいます財政健全化戦略プラン関連で

ございまして、職員の出張の際の日当部分を改正するというような内容でございます。 

 内容は、別表第１で、北海道内については、現行の２，２００円から１，０００円に、

北海道外は、現行の２，９００円から２，０００円に一律に改正するものです。 

したがいまして、備考の第３号、現行の第３号に線を引いてあると思うのですけども、

管内は２分の１と書いてあります。この部分は、ここの部分で一律になりますので、削除

されるということになります。 

第４号は、現行でも旅費の支給をしていない北見ブロックといわれる部分の旧留辺蘂町

と旧端野町の文言も北見市になりましたので、削除するということでございます。そして、

現行の第４号を第３号に繰り上げるというのがこの別表の新旧対照表の中身でございます。 

そして、７５ページに戻っていただきまして、この旅費条例の改正に関連するものとし

て、この中ほどに附則がございますが、附則の２の部分で「議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第３１号）」別表並びに附則の３で一番下ですが、

「町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与等に関する条例（昭和２５年条例第１５号）」

別表２の一部を、ただいまご説明しました職員の旅費の一部改正と同様に日当を引き下げ

るという改正になってございます。それで、これに関するもので、ほかの条例にもこの波

及といいますか、関連してまいりますが、その内容というのは、７８ページ、７９ページ
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で書いてありますが、中身は同じような形の金額でございますので、後でご覧いただけれ

ばと思います。 

なお、今回の「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」の改正に伴いまし

て、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」、これは別表１です

が、別表１の各種委員につきましても議員の旅費相当額ということで、こちらのほうに委

ねておりますので、同時にこれらの方々につきましても、今回の旅費改正の該当になり、

下がるというようにご理解いただければと思います。 

７６ページお開き願いたいと思いますが、この一番下のほうの４です。経過措置でござ

います。 

 改正後の３つの条例につきましては、出張が施行日をまたぐ場合、要するに４月１日で

すが、それをまたぐ出張。３月から４月にかけて出張したという例えばですが、１つの出

張の中で施行日前については、従来どおりの２，２００円の日当としまして、４月１日以

降につきましては、改正後の取り扱いの１，０００円となる。要するに１つの出張命令の

中で日当が２種類出るということの記載をしているものでございます。一般的にあまりご

ざいませんが、そのようにもし、またがる場合があった場合は、両方を適用するというよ

うな意味を書いてございます。 

７５ページのほうに戻っていただきまして、附則の１、一番真ん中のほうにございます

が、この条例は、平成２１年４月１日から施行するものでございます。 

以上、議案第２２号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 町民課長。 

○町民課長（中山信也君） 続きまして、議案第２４号の提案説明を申し上げます。議案

書のほうは８２ページでございます。 

 議案第２４号 町税条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、説明に

もございますように、国民健康保険税の介護納付金の限度額変更に伴う地方税法の改正等

に伴い、町税条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容としましては、条例第１４２条第４項にございます介護給付金課税限度額を９

万円であったものを１０万円に改正するものでございます。 

 附則にございます条例の施行は、平成２１年４月１日からするものでございます。 

 以上、町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案説明をさせていただき

ました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 幼稚園・保育園事務長。 

○幼稚園・保育園事務長（菅野 宏君） それでは、８４ページをお開き願いたいと思い

ます。 

 議案第２６号 訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明を申し上げたいと思います。 

 訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例（昭和５２年条例第１８号）の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするものであります。 

 記以下をご説明申し上げます。 

 訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例。 
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 訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例（昭和５２年条例第１８号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１中「８，８６０円」を「９，０２０円」に改めるものでございます。 

 新旧対照表を次ページ８５ページに記載してございますので、ご覧をいただきたいと思

います。この別表第１の表ですが、右側が改正前の現行、左側が改正案となってございま

す。改正前の保育料「８，８６０円」を改正案のとおり「９，０２０円」に改めるもので

ございます。 

 改正の理由といたしましては、給食費の改定に伴うものでございますが、幼稚園の保育

料及び入園料につきましては、以前から地方交付税における批准財政収入額の積算基礎額

を基に徴収しているところでございます。 

 なお、保育料につきましては、本町の場合には、この表に記載のとおり給食費を含んで

徴収しており、保育分として国の財政基準財政収入額の積算基礎額に基づきまして、保育

分として６，３００円。それから、給食費分として２，５６０円。合わせて８，８６０円

をいただいております。 

今回は、食材や牛乳の値上がりによりまして、給食費の単価が１食当たり１０円ほどア

ップしまして、１食当たり単価が１５０円から１６０円になりますことから、現在の給食

費月額２，５６０円を２，７２０円に、月額１６０円を増額し、保育料全体を９，０２０

円とするものでございます。 

また、各保育園においても給食費相当額として、月額１６０円を常設保育所や季節保育

所の保育料に増額することで、先の教育委員会議で規則を改正したところでございます。 

附則でありますが、８４ページに戻っていただきまして、この条例は、平成２１年４月

１日から施行するものでございます。 

以上、訓子府町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、ご説

明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議案第９号 平成２１年度訓子府町一般会計予算につい

て、提案説明をいたします。 

内容につきましては、事前にお配りしております「各会計予算案の説明資料」それと「予

算書」の２冊によって説明いたしますので、あらかじめ準備をお願いしたいと思います。 

なお、説明の中で前年あるいは昨年と表現する部分につきましては、平成２０年度を、

本年度と表現する部分につきましては、平成２１年度を指しておりますので、そのように

お聞き取り願いたいと存じます。 

それでは、はじめに各会計予算案の説明資料をご覧願いたいと思います。 

１ページは、予算編成の基本に触れておりますが、本町の歳入の半分を占める普通交付

税については、昨年、創設された地方の財源不足を補うための特別枠である「地方再生対

策費」が継続される見込でありますが、大きな好転は見込めない状況といえます。一方、

歳出では公債費やこれに準ずる債務負担行為に係る償還費の割合が高い水準で推移してお

りますので、依然として厳しい財政運営が続くといえます。 

こうした中、本年度の予算編成に当たりましては、行政改革プランや財政健全化戦略プ

ランに沿った歳入歳出の見直しを行ったほか、町民生活に与える影響を配慮した中で、真
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に町民に必要な事業の選択実施と最少の経費で最大の事業効果を上げることに重点を置き、

財政健全化を目指すことを基本に所要の経費を計上いたしました。 

 この結果、本年度の一般会計の予算総額は、３９億７，５７０万円となっており、前年

度予算と比較し、２．６％の増という結果になってございます。 

その款毎の予算額と伸び率につきましては、５ページのとおりでありますが、歳出では、

２款、総務費において、地上デジタル放送のテレビ中継局の整備や新たな施策であるバス

の通学定期等の運賃補助に伴い、前年より２３．２％の増加。 

３款、民生費では、国民健康保険事業の収支不足を補てんする国保会計への繰出金を本

年度、はじめて計上することになりましたことなどから、９．３％の増となっております。 

このほか、教育費においては、訓子府小学校校舎の耐震補強工事に伴い、４４．１％と

大きく増加しております。逆に、農林水産業費では、公社営事業の施設整備が完了したこ

とや道営畑総事業費の関係で１８．１％減少しているほか、土木費では、南１３線道路の

整備が完了したことと定住促進住宅の建設を２０年度予算で前倒ししたことによりまして、

３２．１％と大きく減少しているのが特徴といえます。 

 ８ページをご覧いただきたいと思います。 

８ページには、人件費の資料を載せておりますが、下のほうの合計欄の右から４列目に

ありますように、本年度は、７億９，４８１万３，０００円が一般会計と特別会計の人件

費総額でありまして、職員給料の減額等の効果もあり、前年度対比で、１，９２４万５，

０００円の減という結果になってございます。 

 次に、９ページをご覧いただきたいと思います。 

この表は、基金の保有状況を一覧にしたものでありますが、表の下から５段目の一番右

側にありますように、本年度末の基金保有見込額は、一般会計の計で、１８億９，００９

万４，０００円となってございます。 

 １０ページからは、投資的事業。 

１５ページからは、補助奨励費。 

２０ページからは、扶助費の内訳と事業の内容を一覧にしてございます。 

なお、補助奨励費につきましては、財政健全化戦略プランに沿った見直しを行っており

ますので、総体的に減額計上となっているものでございます。 

５１ページ以降には、投資的事業の事業箇所図を添付しておりますので、それぞれご覧

をいただくこととしまして、予算書における説明は、これら資料のうち新規事業など特別

なものについてのみ説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、予算書によって説明をしてまいりますので、予算書のほうをご覧いただきた

いと思います。 

まず、予算書の２ページをお開きください。予算書の２ページでございます。 

議案第９号 平成２１年度 訓子府町一般会計予算でありますが、平成２１年度訓子府

町の一般会計の予算は、次に定めるところによるとしまして、第１条では、予算総額を３

９億７，５７０万円としてございます。 

また、第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び金額は、次のページから１２ページ

にあります「第１表 歳入歳出予算」によることを規定しておりますが、これらの表につ

いてはご覧をいただくこととし、その内容については、後ほど１７ページ以降の事項別明
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細書で説明をさせていただきたいと思います。 

 ２ページに戻りまして、第２条と第３条は、債務負担行為と地方債について定めており

ますが、これについては、後ほど第２表と第３表で説明をさせていただきます。 

 第４条では、金融機関から借り入れすることができる一時借入金の限度額を昨年と同額

の１０億円と定めております。 

 次に１３ページをご覧ください。１３ページでございます。 

第２表は、本年度の債務負担行為について、ご承認をいただこうとするものであります

が、本年度は、４項目ございます。 

 まず、１項目目の季節労働者の生活資金につきましては、その貸付金の利子補給と損失

補償であります。期間は２ヵ年度であり、限度額につきましては、それぞれ限度額欄に記

載のとおりでございます。 

 次の２項目目の農業経営基盤強化資金の利子補給につきましては、平成４６年度まで、

毎年度の融資平均残高に対し、利子補給率を乗じて得た額を限度額としてございます。 

 次の３項目目にあります訓子府高等学校入学生通学支援対策事業につきましては、総額

９５０万４，０００円を限度額とし、期間は、本年度から平成２３年度までとしておりま

す。 

 次の４項目目にありますスクラムミックス事業債等償還費負担金につきましては、衛生

施設組合の解散に伴うものでありますが、組合が借り入れておりましたスクラムミックス

事業の起債償還金について、北見市に引き継がれることから、平成３３年度までの償還費

負担金１，２６０万５，０００円について、債務負担行為の議決をいただこうとするもの

でございます。 

 次、１４ページでございます。１４ページは、第３表、地方債であります。 

 本年度に、予定しております８件の事業等に係る地方債の借入限度額について定めるも

のでありますが、本年度は、総額で３億４，２７０万円を借り入れしようとするものでご

ざいます。後ほど、事項別明細の中で、また詳しく説明をさせていただきます。 

 １５ページと１６ページにつきましては、歳入歳出の款別の予算額を掲載しております

ので、これは、ご覧をいただきたいと存じます。 

 １７ページからは、事項別明細書になりますが、歳入歳出とも特徴的な部分についての

み説明をさせていただきますので、ご了承をいただきたいと思います。 

それでは、歳入の説明に入ります。 

まず、町民税の１目、個人では、昨年の均等割の実績人数を参考に計上したほか、所得

割においては、昨年と同様に税率を６％とし、所得税との調整が生じる住宅ローン控除分

として、８４万４，０００円を減額計上してございます。その結果、現年課税分総額では、

課税所得そのものの減少が見込まれる状況から、前年より約１，８００万円ほど少ない２

億８８５万６，０００円の計上となっております。 

 次、１８ページにまいりまして、１目の固定資産税では、３年ごとの評価替えの年であ

ることなどから、土地、家屋、償却資産とも課税標準額が前年を下回ってございます。前

年より、約７７０万円少ない２億１，１６９万４，０００円の計上となっております。 

 次、２２ページにまいります。入湯税でございます。入湯税では、利用客が減少傾向に

ありますことから、昨年より２０人少ない１日当たり１５４人で積算をした結果、昨年よ
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り３１万円ほど少ない２４１万７，０００円の計上となってございます。 

 ２３ページの自動車重量譲与税から、３１ページの特別交付金までにつきましては、国

の地方財政計画による伸び率などを参考に計上したものでありますが、予算的には、ほぼ

前年並みの計上となっております。 

 次、３２ページ。地方交付税について、説明をさせていただきます。３２ページでござ

います。 

まず、普通交付税につきましては、前年度実績を基礎とし、公債費や事業費補正の増減

調整をしたほか、各種補正係数や単位費用の改定などを考慮し、前年より６，０００万円

多い１８億５，０００万円を計上しております。 

なお、特別交付税につきましては、前年同額の１億４，０００万円を計上しております。 

これにより、地方交付税の予算額としましては、１９億９，０００万円となりまして、

歳入総額の５０％を占める結果ということになってございます。 

 次、３４ページの農業費分担金にまいります。３４ページでございます。 

農業費分担金につきましては、畑総事業の面事業に係る分担金でありますが、昨年まで

計上しておりました道営訓子府西地区畑総事業が終了したことなどから、総額で昨年より

約１，７００万円少ない４，５２１万２，０００円の計上となってございます。 

 次、３５ページにまいりまして、１目の民生費負担金につきましては、説明欄に記載の

事業の利用実態を基に、昨年より２１０万円ほど少ない１，６６２万円を計上してござい

ます。 

なお、昨年まで計上しておりました寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用者負担金につき

ましては、近年の利用実態がないことから、事業を廃止することとしましたので、これに

係る予算の計上はございません。 

次、３６ページの使用料にまいりまして、２目、民生使用料の１節、児童福祉使用料の

季節保育所保育料につきましては、入園児の減少などにより、１５０万円ほど少ない３２

０万５，０００円の計上となってございます。 

また、２節、温泉施設使用料につきましては、入湯税と同様、利用客が減少しておりま

すので、前年より１７０万円ほど少ない１，３５８万４，０００円の計上というようにな

ってございます。 

次に３目の衛生使用料にあります葬斎場使用料につきましては、改定後の料金で積算を

しましたので、前年より３０万円ほど多い９４万円の計上ということになってございます。 

次に、６目、土木使用料の３節、住宅使用料にあります定住促進住宅使用料１３４万４，

０００円につきましては、昨年整備しました２棟４戸に係る使用料だけをここに計上して

ございます。 

次、３８ページの手数料にまいります。 

まず、２目の衛生手数料の一番上にあります廃棄物処理手数料では、これまでの実績等

を参考にし、前年より３００万円ほど少ない１，１９４万円を計上してございます。 

次、３９ページの民生費国庫負担金にまいりまして、１節、社会福祉費負担金にありま

す障害者福祉費負担金につきましては、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に対

する国庫負担金でありまして、説明欄に記載しているとおり各事業の歳出予算の２分の１

の額を計上しているものでございます。 
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２節から６節までは、児童手当に係る負担金であり、負担率は説明欄に記載のとおりで

ございます。 

また、７節、保険基盤安定負担金につきましては、国保事業の保険者支援分として、交

付されるものでありまして、道費負担金と合わせて国保会計に繰り出しするものでござい

ます。 

次、４０ページにまいります。１目、総務費国庫補助金の電波遮へい対策事業費等補助

金２，８５０万円の計上につきましては、地上デジタル放送テレビ中継局の整備に対する

２分の１の補助金でございます。 

２目、民生費国庫補助金の２節、児童福祉費補助金の次世代育成支援対策交付金につき

ましては、へき地保育所の廃止に伴い１２０万円ほど少ない６０万４，０００円の計上で

ございます。 

３目、衛生費国庫補助金につきましては、本年度から始まる新たな補助であり、補助対

象となる妊婦健康診査費用の２分の１が補助されるというものでございます。 

４目、土木費国庫補助金につきましては、昨年、予算計上のありました南１３線交通安

全施設整備事業が完了したことと定住促進住宅の整備を２０年度予算で組んだ関係上、過

疎地域集落等再編整備事業費補助金の計上がないため、前年より約３，３００万円少ない

１，９５５万７，０００円の計上ということになってございます。 

５目、教育費国庫補助金の１節、小学校費補助金では、訓子府小学校の校舎耐震補強事

業に係る補助金として、安全・安心な学校づくり交付金７，４２７万５，０００円を計上

してございます。 

次、４１ページにまいりまして、１目の総務費委託金の２節、選挙費委託金には、衆議

院議員選挙委託金として、４６７万９，０００円を計上してございます。これにつきまし

ては、歳出の選挙費にも同額、予算計上してございます。 

次、４２ページにまいります。民生費道負担金の１節、社会福祉費負担金にあります３

項目目の障害者福祉費負担金２，７０５万８，０００円の計上につきましては、国庫負担

金と同様、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に対するものであり、説明欄に記

載しておりますとおり道の負担率は、４分の１ということなってございます。 

その下の２節から５節につきましては、児童手当に対する道の負担金であります。 

次のページにまいりまして、６節の国民健康保険基盤安定負担金につきましては、国保

税の低所得者軽減額の４分の３と保険者支援金の合算額が、北海道から交付されるもので

ありまして、前年より１１０万円ほど多い１，６６２万１，０００円の計上となってござ

います。 

その下の７節、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金１，０８０万７，０００円につきま

しては、広域連合に納付する保険料等負担に含まれる低所得者の保険税軽減額の４分の３

が、道の負担金として交付されるものですが、この拠出金と残りの町費負担分４分の１を

加えた１，４４１万については、事務費と合わせて、後期高齢者医療特別会計に繰り出し

するというものでございます。 

次、４４ページの道補助金にまいりまして、２目、民生費道補助金の１項、社会福祉費

補助金では、高齢者勤労センターへの補助に対し、交付されていた高齢者事業団訪問開拓

員活動事業費補助金が、補助対象外となったことから、本年からの計上がなくなってござ
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います。 

また、昨年６月給付分をもって、廃止となっておりました介護サービス利用者軽減事業

費補助金についても、本年からの計上がなくなってございます。 

その他の事業につきましては、説明欄に詳細を記述しておりますので、ご覧をいただく

こととし、説明は省略させていただきたいと思います。 

 次、４５ページにまいります。４目、農林水産業費道補助金の１節、農業費補助金では、

公社営畜産担い手育成総合整備事業の草地整備等の事業費減少に伴い、草地担い手育成支

援特別対策事業補助金が、昨年より５５０万円ほど少ない６６５万円の計上というように

なってございます。 

 次、４６ページにまいります。３項、１目の総務費委託金では、２節、徴税費委託金で、

道民税徴収委託金が、前年よりも６６０万円ほど減額になっております。これは、委託金

の計算に用いる納税義務者１人当たりの単価が４，０００円から３，０００円に引き下げ

られたことと税源移譲に伴う所得税との調整措置による道民税の還付措置が、２０年度の

みの扱いであったため、道民税返還分の委託金がなくなったことによるものでございます。 

 また、３節の統計調査委託金につきましては、本年度において２０１０年世界農林業セ

ンサスがあるほか、全国消費実態調査の対象となったことに伴い、昨年より１７０万円ほ

ど多い予算計上となってございます。 

次、４目の教育費委託金につきましては、歳出の社会教育費に計上しております学校支

援地域本部事業に対する道の委託金として、新たに１５９万６，０００円を計上している

ものでございます。 

 次、４８ページにまいります。１５款、２項、１目、生産物売払収入では、町有林にお

いて、皆伐を予定している箇所があるため、昨年より１，２００万円ほど多い１，４００

万１，０００円の計上となってございます。 

 また、２目、不動産売払収入では、鉄道跡地のうち現時点で売却可能と判断される部分

のみの売払収入として、７９２万２，０００円を計上してございます。 

 次、５０ページにまいります。５０ページにまいりまして、１７款、１項の基金繰入金

につきましては、本年度の予算における不足財源に充てる財政調整基金の繰入金８，２０

１万円をはじめ、項計欄にありますように、総額では前年より７，７００万円ほど少ない、

２億２，８６３万８，０００円の予算計上となってございます。 

 このうち４目にあります産業後継者育成基金繰入金につきましては、従前の産業後継者

国外研修事業のほかに、農協等が実施しております農業後継者の研修事業や４H クラブの

活動。さらには、社会教育事業で実施する国内研修の産業後継者教育推進事業などに、充

当を拡大した関係上、昨年より１４０万円多い２４０万円の計上ということになっている

ものでございます。 

 次、５１ページにまいります。５１ページにまいりまして、２項、３目の介護保険特別

会計繰入金４５１万４，０００円につきましては、地域包括支援センターの職員人件費を

一般会計で支出していることから、ルール計算により介護保険会計から、繰り入れするも

のでございます。 

 次、５６ページにまいります。５６ページの１９款、４項、１目の受託事業収入でござ

いますが、２節、畜産担い手育成総合整備事業収入にあります草地整備等事業受託金につ



 - 14 - 

きましては、公社営畜産担い手育成総合整備事業の受益者である農業者からの草地整備等

事業受託金でありまして、事業費減少に伴い、昨年より１，２３０万ほど少ない１，６１

３万８，０００円の計上というようになってございます。 

 次、５７ページにまいります。５７ページにまいりまして、５項、１目、農業生産基盤

整備事業推進交付金の持続的農業・農村づくり促進特別対策事業推進交付金３，７３７万

円の計上につきましては、道営畑総事業の受益者負担軽減のために交付される道費補助分

が、北海道土地改良団体連合会経由で交付されるものでございまして、訓子府西地区の事

業完了等から、昨年より大きく減少しているものでございます。 

次、５８ページにまいりまして、５目、雑入で、前年より７８０万円ほど多い５，６１

３万６，０００円の計上となっております。増減の主なものを申します。まず、減額にな

るものとしましては、コミュニティ助成事業費助成金の当初予算を見送ったことと北網広

域圏組合の解散に伴い基金事業の助成がなくなったということが、まず、減額の要素にな

ってございます。 

また、新規計上になったものとしましては、下から３項目目に、いきいきふるさと推進

事業助成金８９万円を計上してございます。これは、継続事業として北海道市町村振興協

会に、申請しております若がえり学級等をはじめとする生涯健康づくり支援事業分の計上

でございます。 

また、その下の新エネルギービジョン策定事業補助金として、８１３万４，０００円を

計上しておりますのは、新エネルギー重点テーマに係る詳細ビジョン策定事業に対する補

助でありまして、対象事業の１００％が交付されるというものでございます。 

 次、５９ページにまいります。５９ページにまいりまして、２０款、町債についてであ

りますが、１４ページの第３表で説明をしましたとおり８件分の町債で、合わせて３億４，

２７０万円の計上となってございます。内訳としましては、過疎債が６事業ございまして、

合わせて１億６６０万円となってございます。臨時財政対策債が、１億２，７００万円、

低利資金への借り換えであります義務教育施設整備事業借換債が、８，９１０万円となっ

てございます。 

なお、充当事業につきましては、それぞれ説明欄に記載のとおりでありますが、この借

換債につきましては、平成元年度と２年度に借り入れた６％を越えている起債を公的資金

補償金免除繰上償還制度による借り換えを行うというものでございます。 

 以上で歳入についての説明を終わります。 

○議長（橋本憲治君） ここで、午前１０時３５分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時２５分 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたしたいと思います。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 歳出に入ります前に、歳入の一番最後５９ページのとこ

ろで、起債の事業件数を８件と申しました。その８件といいますのは、説明欄に書いてあ

ります事業のことでございます。目としては、５目まででございますが、事業費ひとつに
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ついては８件ということでご理解をいただきたいと思います。 

 続きまして、６１ページからの歳出の説明をいたします。 

歳出におきましても特徴的なもののみ説明をさせていただきますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 それでは、６１ページの１款、議会費をご覧をいただきたいと思います。 

議会費では、議員報酬の見直しによる議員人件費の減などによりまして、議会費全体で

前年より１８０万円ほど少ない３，７４２万６，０００円の計上となってございます。 

続きまして、２款、総務費にまいります。 

６４ページ、一般管理費の事業区分４、総務一般管理経費では、職員の産休代替え等の

対応として、臨時事務員に係る共済費と賃金を新たに計上している関係上、前年よりも１

８０万円ほど多い４８５万９，０００円の計上となっております。 

 次、６５ページにまいりまして、経費区分６、庁舎等維持管理経費の１１節、需用費に

あります修繕料１２１万８，０００円につきましては、総合福祉センターふれあいホール

の冷房設備修繕９５万９，０００円が含まれてございます。 

また、光熱水費では、電気料と上下水道料金の改定によりまして、前年より１２０万円

ほど多い９４４万円の計上となっております。需用費全体では昨年より２００万円ほど増

額計上しております。 

なお、光熱水費につきましては、他の施設でも同様の理由で昨年よりも増額となってお

りますので、ご承知おきいただきたいと存じます。 

 次に、経費区分７、姉妹町交流事業では、昨年の交換留学や特産品宣伝紹介事業に加え、

本年度は、産業まつりの派遣交流事業を行うということで、これに係る交付金と旅費を増

額した結果、前年より３０万円ほど多い１２２万円の計上ということでございます。 

次、６６ページにまいりまして、経費区分８、日の出簡易郵便局設置事業では、昨年か

ら加入しております北海道簡易郵便局連合会の負担金等として、合わせて６万１，０００

円を新たに計上してございます。 

経費区分９、情報管理事業の１３節、委託料でコンピュータシステム改造業務が昨年よ

り４４０万円ほど少ない４１１万５，０００円の計上となっております。これは、昨年あ

りました後期高齢者医療制度導入に伴う国保税の激変緩和措置の対応がなくなったことに

よるものということでございます。 

このほか、昨年６３０万円を計上しておりました総合行政ネットワークシステムの開発

業務が終了したことなどから、委託料全体で、昨年より１，２２０万円ほど少ない１，５

０３万５，０００円の計上となってございます。 

 次に６８ページにまいりまして、財政管理費では、本年より予算書の印刷製本を職員で

行うこととしたため、１１節、需用費の印刷製本費を５８万円ほど減額し、これに代えて

臨時事務賃金５万７，０００円を計上させていただいております。 

また、１３節、委託料に、公会計システムの導入業務として、５９６万２，０００円を

計上しております。公会計システムにつきましては、財務４表、いわゆる資金収支計算書、

行政コスト計算書、純資産変動計算書、貸借対照表、この４つの作成システムであります

が、総務省の指導である２３年度の作成公表を１年前倒しし、２２年度に公表したいと考

えているものでございます。 
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次、７０ページにまいりまして、財産管理費の経費区分４、鉄道跡地整備事業では、用

地の境界測量のための委託料として、１，４９４万２，０００円を計上したほか、市街地

区の道床撤去に使用する機械借上料４００万円を計上してございます。 

なお、境界測量につきましては、全線分を計上しておりますが、売却処分が決まらない

区間については、実施しないということでございまして、この場合については、減額補正

させていただく予定としてございます。 

また、道床撤去につきましても、無償譲渡するなど経費削減に配慮しながら、進めたい

というように考えております。 

 次、７２ページにまいりまして、公有林管理費の経費区分１、町有林管理事業の１２節、

役務費にあります火災保険料につきましては、本年度の更新面積が少ないため、前年より

１１５万円ほど少ない２５万５，０００円の計上ということでございます。 

また、１３節、委託料の管理業務については、昨年に引き続き町有林のツル切り・枝打

ち業務を季節労働者の雇用対策を兼ね実施しようとするものでございます。 

経費区分２と経費区分３の町有林整備事業につきましては、それぞれ施業計画に基づき

造林事業を実施するものでありまして、事業量の関係で昨年より大きく増額した計上とな

ってございます。 

 次、７７ページにまいりまして、住民活動費の経費区分４、難視聴対策経費では、１５

節、工事請負費に地上デジタル放送テレビ中継局整備工事として、５，７００万円を計上

してございます。 

なお、この財源につきましては、過疎債を予定しておりますが、普通交付税措置後の実

質的な町費負担額、元利償還金の３割分につきましては、民放各社が負担することになっ

ているものでございます。 

 次、８２ページにまいります。８２ページにまいりまして、企画費の経費区分１、地方

交通対策経費の１３節、委託料にありますバス待合施設設置業務１５０万円につきまして

は、西富地区の３箇所にバス待合小屋を設置するためのものでございます。 

また、１９節、負担金、補助及び交付金にありますバス通学定期等運賃補助９７２万４，

０００円につきましては、通学定期券の３分の１を補助する。 

また、通院で月５回以上利用した場合の運賃については、４分の１を新たに補助しよう

とするものでございます。 

経費区分４、まちづくり推進一般経費の８節、報償費の４１万４，０００円の計上につ

きましては、昨年、組織化されました「まちづくり委員会」のアドバイザーに対する謝礼

として、３０万円を計上したほか２年任期で、ご協力いただいた委員の皆さんへの謝礼品

費として、１１万４，０００円を計上してございます。 

また、１９節、負担金、補助及び交付金では、昨年に引き続き、元気なまちづくり総合

補助金として、２団体分１００万円を計上してございます。 

 次、８８ページにまいります。８８ページにまいりまして、賦課徴収費では、昨年ござ

いました税源移譲に伴う所得税との調整による還付金の計上がございませんので、２３節

の償還金、利子及び割引料が大きく減少してございます。 

次、９４ページにまいります。９４ページにまいりまして、衆議院議員選挙費につきま

しては、本年９月、任期満了に伴う衆議院議員選挙の執行経費として、４６７万９，００
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０円を計上してございます。 

次、９８ページにまいりまして、統計調査総務費につきましては、歳入の道支出金の中

の統計調査委託金のところで説明しましたとおり世界農林業センサスの基礎調査と全国消

費実態調査等があるため、昨年より１７０万円ほど多い２００万７，０００円の予算計上

となってございます。 

続きまして、３款、民生費にまいります。 

ここで、時間の関係から再度、お断りを申し上げたいと思いますが、各団体への補助奨

励費や扶助費の内容及び前年度との比較につきましては、別冊でお配りしております各会

計予算案の説明資料にまとめておりますので、これらに係る説明は、特徴的なもののみと

させていただきますので、この点につきご了承いただきたいと存じます。 

 それでは、１０２ページ、社会福祉総務費の経費区分２、国民健康保険特別会計繰出金

では、前年よりも大きく増額計上となっておりますが、これは、国保会計の収支不足額２，

８９１万６，０００円を一般会計で補てんすることとしたことによる増ということでござ

います。 

経費区分５、社会福祉協議会活動助成事業では、昨年、計上のあった社会福祉協議会の

新会計システムの導入が完了したことなどから、前年より１７０万円ほど少ない１，６４

７万３，０００円の計上となってございます。 

次、１０３ページにまいります。経費区分１０の自立支援サービス事業の２０節、扶助

費につきましては、説明欄に記載してある事業の実績等を基に計上しておりますが、結果

として、前年より１，２００万円ほど多い１億８２３万６，０００円の計上となってござ

います。 

次、１０６ページにまいりまして、老人福祉費の経費区分１、老人医療給付特別対策事

業につきましては、昨年、廃止された道の老人医療費助成の遡及
そきゅう

分を想定した科目計上と

制度廃止に伴う経過措置として、一時的な不利益者２名分の医療費を町単独で助成するた

め２万円を計上しているものでございます。 

経費区分４、訓子府福祉会支援事業の訓子府福祉会交付金１，３４８万６，０００円に

つきましては、債務負担行為の議決をいただいておりますくんねっぷ静寿園の建設事業等

の借入金償還金に対する交付金でありますし、その下のくんねっぷ静寿園施設改修費補助

金１８３万円につきましては、２ヵ年計画で実施する機械室給湯配管設備の改修工事に対

する補助金でありまして、予定事業費５４９万円の３分の１を補助しようとするものでご

ざいます。 

次、１０７ページにまいります。１０７ページにまいりまして、経費区分７、高齢者在

宅サービス事業にあります１１節、需用費の修繕料１３６万円には、災害弱者緊急通報装

置の端末機の１つでありますガス警報器の取替修繕費１２１万８，０００円がここに含ま

されております。 

また、１３節、委託料では、昨年まで計上しておりました寝具洗濯乾燥消毒サービス事

業について、近年の事業実績がなく、今後の利用も想定されないことから、２０年度をも

って廃止することとし、予算計上はしてございません。 

また、２０節、扶助費では、昨年６月までの給付をもって、廃止された在宅介護サービ

ス費助成と訪問介護サービス利用者負担軽減措置費。これらについても本年度の予算計上
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はございません。 

経費区分９、介護予防支援事業では、地域包括支援センター業務に対応するための臨時

介護支援専門員１名を使役することとし、これに必要な共済費３６万１，０００円と賃金

２３３万３，０００円を新たに計上してございます。 

次、１０８ページにまいりまして、経費区分１２の後期高齢者医療事務費につきまして

は、北海道後期高齢者医療広域連合に納付する療養給付費負担金でありますが、昨年は４

月から２月までの１１ヵ月分の計上でしたが、本年は３月から２月までの１２ヵ月分の負

担となりますので、昨年より１，０００万円ほど多い６，６９０万６，０００円の計上と

なってございます。 

また、経費区分１３、後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、歳入の民生費道

負担金の後期高齢者医療保険基盤安定拠出金のところで説明しました保険基盤安定拠出金

分１，４４１万円に事務費分５１７万３，０００円を加えた１，９５８万３，０００円の

計上となってございます。 

なお、この老人福祉費では、昨年まで高齢者事業団への補助金を計上しておりましたが、

道の補助要件に該当しなくなりましたことから、平成２０年度をもって補助を廃止するこ

ととし、本年の予算計上はなくなってございます。 

次、１１４ページにまいります。１１４ページ、児童福祉総務費では、ひので保育園の

統合に伴い、保育所の運営費や施設管理費が大きく減少をしてございます。予算としては、

経費区分２の季節保育所運営事業で、昨年より６７０万円ほど少ない７３８万円の計上と

なっておりますし、その下の経費区分３、季節保育所施設管理事業では、９３万７，００

０円少ない７６万２，０００円の計上ということになってございます。 

続きまして、４款、衛生費にまいります。 

まず、１２４ページ、保健衛生総務費の経費区分２、老人保健特別会計繰出金につきま

しては、昨年は３月診療分の一ヵ月分に係る町負担分の繰出金の計上でございましたが、

本年は遡及
そきゅう

分の医療費等に係る繰出しであるため、前年より６１０万円ほど少ない１６万

１，０００円の計上ということになってございます。 

１２５ページにまいります。１２５ページにまいりまして、経費区分６、妊婦健康診査

事業につきましては、本年から、妊婦健康診査では、公費負担を前年の５回から１４回に

増やし、また、妊婦超音波検査では、前年の１回を６回に増やし、それぞれ４５人分を計

上してございます。 

なお、昨年までは、超音波検査分を分けて、説明欄に記載しておりましたが、契約上、

妊婦健康診査に含まれているため、本年は一括して計上としておりますので、ご理解をい

ただきたいと存じます。 

次、１２９ページにまいりまして、経費区分４、健康相談・健康教育事業の１３節、委

託料では昨年、計上しておりました健康教育指導業務がなくなってございます。これは、

特定保健指導をより効果的に実施するための個別相談・健康教育をこの２ヵ年間、実施し

てきたところでございますが、本年度からは、受診率そのものを引き上げる対策に重点を

おき実施することとしたことによるものです。 

次、１３６ページにまいりまして、塵芥処理費の経費区分２のごみ減量化対策事業では、

昨年、計上しておりましたごみ減量化容器等購入費助成金について、一定程度普及したこ
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とと有料化により減量化が進んだことなどから、補助制度を廃止しましたので、本年度の

予算計上はございません。 

次、１３８ページにまいります。し尿処理費の経費区分１、し尿処理事業では、北見地

区衛生施設組合の解散に伴い、説明科目の名称が北見地区スクラムミックスセンター運営

負担金ということに変更になったほか、組合人件費の減やし尿処理量の減少などにより、

昨年より４３０万円ほど少ない９７３万円の計上となってございます。 

また、経費区分２のし尿施設整備事業では、第２表の債務負担行為で説明しました衛生

施設組合の起債償還金であるスクラムミックス事業債と償還費負担金を分けて計上してご

ざいます。 

なお、昨年の予算に含まれておりました用地取得に係る負担金が、本年度はございませ

んので、し尿処理施設整備事業総体では、昨年より７４万円ほど少ない２３０万１，００

０円の計上ということでございます。 

続きまして、５款、労働費、１４０ページにまいります。 

１４０ページ、労働諸費の経費区分１、労働行政一般経費の１９節、負担金､補助及び交

付金で、昨年まで計上しておりました連合北海道留辺蘂地区連合会訓子府支部活動費補助

金、それと訓子府平和運動フォーラム活動費補助金について、各団体との協議に基づきま

して、補助を廃止しましたので、本年の予算計上はございません。 

続きまして、６款、農林水産業費にまいります。 

まず、１４２ページ、農業委員会費では、経費区分６、農業委員会一般経費で、昨年計

上のありました農地地図情報システム導入業務が完了しましたことから、３５０万円ほど

少ない２３９万６，０００円の計上ということになってございます。 

次に１４６ページにまいります。農業振興費では、まず、経費区分２、農業振興事業の

一番下、気象（降雹
こうひょう

）災害対策資金利子補給として、１２３万７，０００円を計上してお

ります。これは、昨年１２月の第４回定例町議会で債務負担行為のご決定をいただいたも

のでありまして、融資総額１億１，８８７万円、被災農業者２０戸に係る利子補給でござ

います。 

経費区分３、農業後継者育成事業につきましては、本年から新たに区分を分け、計上さ

せていただいたものでございます。 

まず、農業担い手育成事業補助金につきましては、経費区分２、農業振興事業の２項目

目にあります農業振興対策事業費補助金から、研修会経費分として４０万円を分離して、

ここに計上したというものでございます。 

その下の農業振興連絡協議会負担金４０万円につきましては、訓子府町農業振興連絡協

議会が、新たに取り組む戦略的大学連携支援事業に対する負担金でございます。 

なお、協議会が行う従前の事業につきましては、経費区分２、農業振興事業の３項目目

に、同じ名称で３０万円を計上してございます。 

経費区分３に戻りまして、３項目目にあります農業後継者育成事業補助金５０万円につ

きましては、国外研修に対する補助金でありますが、これまでの実績を考慮し、昨年より

５０万円を減額し、計上したものでございます。 

なお、ただいま説明しました３事業については、産業後継者育成基金の充当事業として

ございます。 
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経費区分４、農業振興対策一般経費の１９節、負担金､補助及び交付金にあります北見地

区農業振興連絡協議会負担金につきましては、昨年より１３０万円多い２５０万６，００

０円の計上となってございます。この増額の理由ですが、きたみらい農協で整備する牛の

哺育センターに係る負担調整を協議会を通じて行うこととしたことによるものでございま

す。 

次、１４８ページにまいりまして、畜産業費の経費区分２、畜産振興事業で公社営畜産

担い手育成総合整備事業における畜産農業施設の整備完了と草地整備改良等事業費の減に

よりまして、大きく減少しているほか、酪農実習生受入協議会との協議によりまして、昨

年まで計上しておりました酪農実習生推進事業費補助金の予算計上がなくなってございま

す。 

次、１５０ページにまいりまして、農業基盤整備事業費の経費区分１、農業基盤整備事

業につきましては、道営事業である訓子府西地区畑総事業のほか柏丘２期地区農免農道整

備事業、さらには高園地区一般農道整備事業が完了したことによりまして、これらに係る

予算計上がなくなっております。 

また、昨年、測量試験を行った紅葉川排水整備については、本年から着工となるため、

道営西富地区かんがい排水（明渠）事業負担金が、昨年より大きく増額になってございま

す。このほか、本年度は、タンノメム川の補修整備に係る計画樹立の予算として、道営西

富中地区基幹水利ストックマネジメント事業負担金２５０万円を計上してございます。 

経費区分２の農業基盤整備償還事業では、昨年まで計上しておりました川北第３支線用

排水路整備事業負担金について、昨年１１月、繰上償還を行ないましたので、本年の予算

計上はございません。 

次、１５１ページにまいります。１５１ページの経費区分４、下水道事業特別会計繰出

金につきましては、下水道料金の改定や下水道債の借り換えなどにより、昨年より１，２

００万円ほど少ない９，８２３万３，０００円の計上となってございます。 

次、１５４ページにまいります。１５４ページにまいりまして、農業交流センター費で

は、昨年に引き続き加工指導員を配置することとし、８節、報償費に加工指導員報償とし

て、２６万５，０００円を計上してございます。 

次、１５６ページにまいります。牧場費の経費区分２、牧場管理運営事業の１１節、需

用費の消耗品費で、肥料価格高騰の影響で、昨年より３１０万円ほど多い９５７万２，０

００円の計上となってございます。 

また、経費区分３では、平成２２年度から着工する道営草地整備事業の調査測量に係る

負担金として、新たに５５２万５，０００円を計上してございます。 

次、１６０ページにまいります。１６０ページ、林業振興費の経費区分２、民有林振興

事業では、新生紀森林組合に対する補助である民有林育成指導事業費補助金について、行

財政改革の視点から、平成１９年度実績額より１割減額し、２００万円を計上してござい

ます。１９年度実績額より１割減額の２００万円の計上ということでございます。 

次、１６４ページにまいりまして、商工業振興費の経費区分４、地域新エネルギービジ

ョン策定事業として、総額８３１万２，０００円を計上してございます。本年実施する事

業につきましては、昨年６月の第２回定例町議会で、予算補正のご決定をいただき策定し

たビジョンの中から、実現性の高いものを重点テーマに絞込み、その導入計画などの具体
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的な詳細ビジョンを策定するというものでございます。 

続きまして、８款、土木費にまいります。 

１７２ページをご覧いただきたいと思いますが、道路維持費では、昨年、計上しており

ました若富地区北１条線の歩道舗装工事、予算額４００万円とありましたが、これが完了

しましたので、大きく総体としては、減少しているということでございます。 

次、１７４ページにまいります。１７４ページ。道路新設改良費では、新規事業として、

大町北３条線道路整備事業で１，０００万円を計上しておりますが、昨年、計上しており

ました南１３線道路や東町仲通東線道路の整備のほか、幸町線の実測線調査が完了したこ

とに伴い、本年の予算計上は大きく減少してございます。 

次、１７８ページにまいります。１７８ページにまいりまして、河川総務費では、経費

区分２、河川改修整備事業で日の出排水整備工事として、残事業分８００万円を計上して

ございます。 

なお、昨年まで計上しておりました環境水利確保用水路整備事業につきましては、昨年

１１月に繰上償還を行いましたので、本年の予算計上はございません。 

次、１８０ページにまいります。１８０ページにまいりまして、公園費では、全体で昨

年より１２０万円ほど少ない１６４万６，０００円の計上となっておりますが、これは、

各公園施設の維持管理を最小限に抑えたことなどによるものでございます。 

すいません。１，６４４万６，０００円の計上でございます。公園費全体では、１，６

４４万６，０００円の計上でございます。 

なお、経費区分２の各公園施設等管理事業の１３節、委託料の２項目目にあります公衆

トイレ清掃管理業務６２万３，０００円には、訓子府大橋南側の公衆トイレの通年利用に

係る管理委託料が含まれております。 

本件につきましては、町内会連絡協議会からの要望を受け、網走土木現業所と協議を続

けてきたところでありますが、この度、北海道の特段のご理解により、凍結防止工事を施

工いただけることになったことから、今回、予算措置をするものであります。 

次、１８４ページにまいります。１８４ページにまいりまして、住宅建設費の経費区分

１、公営住宅改修事業の１５節、工事請負費につきましては、昨年に引き続き、１棟４戸

をリフォームするほか、団地内通路等の整備のため、間引きする住宅１棟４戸の解体工事

として、合わせて４，４７３万円を計上してございます。 

また、経費区分２、定住促進空き家活用住宅用地整備事業３００万円の計上につきまし

ては、繰越事業で実施する定住促進住宅の整備と合わせて、周辺環境整備のため、間引き

する町職員住宅２棟４戸の解体を行おうとするものでございます。 

続きまして、９款、消防費にまいります。１８５ページでございますが、１８５ページ

の消防組合費総体では、前年より１，２００万円ほど減額になってございます。主な要因

を申します。まず、１８８ページの支署費の経費区分１、消防職員給与費で、定年職員の

補充や給料削減などにより、４８０万円ほど減額になっているほか、経費区分２の消防業

務経費では、昨年、救急車に搭載する自動体外式除細動器３００万円の計上があったこと、

さらには、１９２ページの団費で、昨年ございました北海道消防操法大会出場経費３３７

万円の計上があったことなどによる減ということでございます。 

次、１９８ページにまいります。１９８ページにまいりまして、水防費では、１８節、
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備品購入費で河川防災受信装置の導入費として、３１万円を計上してございます。これに

つきましては、網走開発建設部で整備する光ファイバーに接続し、常呂川の画像を受信す

るためのパソコン等機器を導入しようとするものでございます。 

続きまして、１０款、教育費にまいります。２０４ページの事務局費でございます。事

務局費の経費区分１、語学指導助手配置事業では、昨年に引き続き、語学指導助手を配置

することとし、所要額を予算計上させていただいております。 

 次、２０５ページにまいりまして、経費区分４、学校教育等一般経費の１９節、負担金

補助及び交付金の上から５項目目にあります北海道訓子府高等学校教育振興会議交付金で

は、昨年に引き続き、学校存続に向けた振興支援を行うため、通学定期代自己負担額の半

額助成である通学支援費と新入生に対する教科書代の補助を含めた入学準備支援、さらに

は進路指導強化対策等の支援を引き続き行うこととし、総額で１，２２６万１，０００円

を計上してございます。 

 また、ここでは、昨年まで計上しておりました学校教育推進会議交付金について、既定

予算の中で対応できる見込みとなったことから、廃止することとし、本年の予算計上はご

ざいません。 

 次、２１０ページにまいります。２１０ページ、小学校の学校管理費、経費区分１の臨

時講師配置事業につきましては、昨年に引き続き、訓子府小学校に１名を配置することと

したほか、特別な支援が必要な児童が増加していることから、特別支援教育支援員を１名

増の２名とし、合わせて３名分の臨時講師賃金を計上してございます。 

 また、経費区分３、学校施設維持管理事業では、２１１ページの１３節、委託料で訓子

府小学校校舎耐震補強工事に係る監理業務や各小学校体育館の耐震工事実施設計費を計上

したほか、１５節、工事請負費に、訓子府小学校校舎の耐震補強工事費を計上したことに

よりまして、全体で昨年より１億５，１００万円ほど多い１億８，１４４万４，０００円

の計上となってございます。 

 次、２１６ページにまいります。２１６ページ、中学校の学校管理費の経費区分１、臨

時講師配置事業につきましては、小学校同様、昨年に引き続き、臨時講師１名を配置する

こととし、予算計上してございます。 

 次、２２２ページにまいります。２２２ページにまいりまして、幼稚園費の経費区分１、

幼稚園運営事業の７節、賃金にあります保育補助員では、４歳児、５歳児それぞれに保育

補助を必要とする園児がおりますことから、１名を増員し、２名分の賃金として、３２０

万４，０００円を計上してございます。 

また、２２３ページの経費区分２、幼稚園施設管理事業の１１節、需用費では、高圧受

電設備と屋外遊具の修繕費を計上していることから、修繕料は、昨年より３２０万円ほど

多い３３８万８，０００円の計上ということでございます。高圧受電設備、それと屋外遊

具の修繕費が計上したことによる増ということでございます。 

 次、２２６ページにまいります。２２６ページにまいりまして、社会教育総務費の経費

区分３、青少年教育推進事業では、１節、報酬と７節、賃金に学校支援地域本部事業に係

る協議会委員報酬やコーディネーター賃金を新たに計上してございます。 

また、１９節、負担金、補助及び交付金では、一番下にありますように産業後継者教育

推進協議会交付金１００万円を新たに計上してございます。 
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この交付金につきましては、農業者をはじめとする産業後継者の国内研修等を実施する

協議会に対する交付金でありまして、予算としては、５名分の計上でありますが、研修の

効果を高めるため、置戸町と連携し実施することを予定しているものでございます。 

なお、この事業とその上の４Ｈクラブ活動費補助金につきましては、産業後継者育成基

金を活用させていただくこととして、予算を計上してございます。 

次、２２７ページにまいります。経費区分６、芸術･文化振興事業では、公演を隔年で実

施することとしているため、８節、報償費の予算計上が大きく減少をしてございます。公

演は、昨年実施しましたので、本年はお休みということでございます。 

 次、２３０ページにまいりまして、２３０ページ。公民館費の１１節、需用費にありま

す修繕料２０５万円には、講堂側の女子トイレの洋式化改修費として、１５０万４，００

０円が含まれてございます。 

また、１８節、備品購入費には、講演会や説明会等で、よく利用いたします液晶プロジ

ェクターの購入費用３０万６，０００円が含まれております。 

 次、２３２ページにまいります。２３２ページ。図書館費でございます。経費区分１、

図書館業務コンピュータ関係の１４節、使用料及び賃借料にありますコンピュータ機器借

上料につきましては、昨年１１月に新しいシステムを更新した関係上、本年は、１２ヵ月

分の借上料の計上となっておりますので、昨年より８６万円ほど多い１８２万５，０００

円の計上ということでございます。新しいシステムの年間分、１２ヵ月分の借上料の計上

ということでございます。 

経費区分２、図書館活動事業では、昨年まで計上のありました図書館協議会委員の機能

を社会教育委員に統合したため、報酬の予算計上はございません。 

また、本年は、図書館開館２５周年にあたるため、その記念事業に係る予算として、８

節、報償費に講演会の講師謝礼として、３０万円を計上したほか、１１節、需用費の消耗

品費。それと１４節、使用料及び賃借料のフィルム借上料。これらに合わせて５０万円を

予算計上をしてございます。図書館の２５周年記念事業としては、５０万円の予算計上を

したということでございます。 

１８節、備品購入費の図書については、前年より１００万円少ない４００万円の計上と

なっております。予算規模的には、管内町村の平均的な金額といえますが、今後は、これ

まで以上に利用者のニーズにあった図書を厳選する。あるいは、絞り込んで購入するほか､

町民からの寄付を募りながら、減額の影響を最小限にとどめてまいりたいと考えてござい

ます。 

経費区分３、図書館管理事業では、日常清掃を職員で行うこととしたことから、１３節、

委託料の清掃業務で、前年より７０万円ほど少ない３２万６，０００円の計上となってご

ざいます。 

次、２３４ページにまいります。２３４ページにまいりまして、保健体育総務費では、

昨年まで計上のありましたスポーツセンター運営審議会委員の機能を社会教育委員に統合

したため、報酬等の予算計上は、ここでもございません。 

次、２３６ページにまいります。体育施設費の経費区分１、スポーツセンター管理事業

では、清掃業務や暖房業務の積算単価を一部見直したことにより、１３節、委託料の清掃

管理業務で、昨年より２８万円ほど少ない５３２万９，０００円の計上となってございま



 - 24 - 

す。 

経費区分２の温水プール管理事業では、開館期間の短縮や監視業務の見直しなどにより、

まして、１３節、委託料の清掃管理業務で、昨年より１０５万円ほど少ない６０２万９，

０００円の計上となっております。 

また、２３７ページの経費区分４、屋外運動施設管理事業では、パークゴルフ場の料金

徴収時間の短縮などに伴い、１３節、委託料が全体で１３０万円ほど少ない９２６万２，

０００円の計上となってございます。パークゴルフ場の料金徴収時間の短縮による減額計

上ということでございます。 

次、２４０ページにまいります。２４０ページにまいりまして、給食センター費の経費

区分２、給食調理関係経費でございますが、給食費の改定などにより、給食材料費が前年

より９３万円ほど多い２，８８８万９，０００円の計上となってございます。 

このほか幼稚園等の土曜給食の廃止に伴い、経費区分２、給食調理関係経費の代替調理

員賃金や光熱水費のほか経費区分３、給食センター一般経費の燃料費で、総額８４万円程

度の予算縮減効果が出ているほか、２４１ページの１３節、委託料でございますが、給食

配送業務それと生ごみ廃棄業務を職員で処理することとしたことによりまして、委託料全

体で、昨年より１５２万円少ない２１万６，０００円の計上となってございます。幼稚園

の土曜給食廃止に伴う減とそれと給食配送業務あるいは、生ごみの廃棄業務を職員で対応

することにより、大きく減少になっているということでございます。 

続きまして、１１款、公債費にまいります。 

まず、２４３ページをご覧いただきたいと思います。１目の元金については、起債の償

還元金として、８億４，４７０万１，０００円を計上してございます。説明欄にあります

ように、これには、補償金免除による繰上償還金８，９１９万６，０００円が含まれてお

りますので、実質的には、昨年より１，２９０万円ほど少ない予算計上であるということ

がいえます。 

 続きまして、１３款、給与費にまいります。２４９ページそれと２５０ページが給与費

の予算のところでございますが、町長、教育長と一般職に係る人件費をここに計上してい

るものでございます。 

昨年、実施しました教育長の給料引き下げや一般職の給料一律削減などから、前年比較

で、１，９００万円ほど少ない７億３，７６７万１，０００円の計上となってございます。 

この給与費に、衆議院議員選挙費に計上しました職員手当と議員や各種委員の報酬等を

加えた人件費の総体予算につきましては、２６０ページに給与費明細書として、添付して

ございます。これについては、まずこれをご覧をいただきたいと思いますが、この明細書

は地方自治法に基づく書式でありまして、報酬、給料、手当、共済費などのほか、手当の

種類ごとの前年比較ができるように調製したものでございます。時間の関係もございます

ので、これについては、後ほどご覧をいただくこととし、説明を省略させていただきたい

と思います。 

 続きまして、２５２ページをご覧ください。２５２ページからにつきましては、これま

でにご決定をいただいた債務負担行為、それに本年度分を加えた調書でございます。 

２５８ページ。この調書の最後のページになりますが、２５８ページの計の欄にありま

すように、本年度以降の支出予定額は、４億３，８１２万４，０００円となっておりまし
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て、そのうちこれに係る一般財源としては、３億２，２６９万３，０００円が今後一般財

源として、必要になるのだということでございます。 

 なお、本年度分の支出予定額につきましては、説明資料の２３ページ以降に一覧でまと

めておりますので、後ほどご覧をいただければというように思います。説明資料の２３ペ

ージ以降に今年度分の調書がついてございます。 

 続いて、２５９ページをご覧いただきたいと思います。２５９ページは、地方債の年度

末現在高に関する調書でございます。合計欄の右側にございますように、本年度末の現在

高見込額は、５８億８６１万１，０００円となっております。 

 以上、総額を３９億７，５７０万円とする平成２１年度の一般会計予算案について、説

明申し上げました。時間の関係もあり、詳細の説明はできませんでしたが、厳しい財政状

況の中で、予算全般にわたり、行政コスト削減のための見直しを図りつつ、町民の福祉や

次代を担う子どもたちに係る教育予算に配慮しながら、予算編成をさせていただきました。 

 説明不足の点につきましては、お詫びを申し上げ、あとは、質疑等で補足をさせていた

だきますので、ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 少し、時間ありますけれども、ここで昼食のため休憩をいたした

いと思います。 

 午後１時から行いますので、ご参集をお願いしたいと思います。 

 

休憩 午前１１時３５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（橋本憲治君） それでは、定刻になりました。 

休憩を解き、会議を再開したいと思います。 

 議案第１０号から、引き続きお願いいたします。 

 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 各会計予算書の２６５ページをお開き願います。 

 議案第１０号 平成２１年度訓子府町国民健康保険特別会計予算につきまして、別冊の

予算案の説明資料も含めまして、ご説明申し上げます。 

まず最初に予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」３ページをお開

きいただきたいと思います。 

 ３ページのその上段に、国保会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について記載

しております。 

 まず、歳入でありますけれど、国保税については、現行税率により計上させていただい

ております。 

 国庫支出金及び療養給付費交付金につきましては、保険給付費を基礎として、積算した

額を計上しております。 

 道支出金については、道の調整交付金を計上しております。 

 ６５歳以上７５歳未満の前期高齢者に対する交付金として、前期高齢者交付金を計上し

ております。 

このほか、一般会計繰入金につきましては、従来からのルールによる繰り入れをしたほ
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か、新たに財源調整に要する財政調整基金の不足額の補てん分を繰入金として計上してお

ります。 

 次に、歳出でありますが、保険給付費、老人医療費拠出金及び介護保険第２号被保険者

にかかる介護納付金につきましては、前年度の医療費実績見込み等から、推計して計上し

たほか、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等、保健事業費では、特定健診に係る費用

を計上しております。 

 なお、老人医療費拠出金につきましては、老人保健制度の廃止に伴い過年度精算分のみ

を計上しております。 

 資料の９ページをお開きいただきたいと思います。 

９ページの下から４行目には、国保会計の財政調整基金保有状況を記載しております。

実質、平成２０年度末で基金は、底を付いている状況でありますが、今年度につきまして

は、従来どおり一般会計から繰り入れ、普通交付税に算入されている財政安定化支援分２

８６万２，０００円を積立し、平成２１年度末の保有見込額は、一番右側に記載しており

ます２８６万２，０００円となる見込であります。 

また、同じ資料の２９ページから３３ページにわたりましては、国保会計の概要をそれ

ぞれ記載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

それでは、予算書の２６５ページに戻りまして、内容をご説明申し上げます。 

議案第１０号 平成２１年度 訓子府町国民健康保険特別会計予算の第１条では、予算

の総額を歳入歳出それぞれ９億１，８４０万円と定めるものであります。この予算は、前

年度当初と比較しまして、８，３９０万円、約１０．１％の増額計上となっております。 

第２条では、一時借入金の借入限度額を前年度同額の３，０００万円としております。 

第３条では、歳出予算の流用について定めておりますが、その方法については、従来と

同様としております。 

次に２６６ページから２６８ページにつきましては、款項ごとに、それぞれ額を記載し

ておりますので、ご覧いただくこととしまして、２７３ページ以下の事項別明細書によっ

て、その特徴的なものに限って、説明させていただきますので、あらかじめお許しをいた

だきたいと思います。 

はじめに、歳入について、説明させていただきます。 

まず、２７３ページの第１款、国民健康保険税、第１項、第１目、一般被保険者国民健

康保険税でありますが、総額では、前年度比１，５０８万９，０００円減の２億６，０２

３万７，０００円を見込んでおります。 

医療給付費分現年課税分につきましては、世帯数で１，０３１世帯、被保険者数は２，

５５３人を見込んで、現行税率により計上しております。その額から低所得者軽減分、限

度額超過分などを差し引きし、収納率を９８％と見込んで、１億９，２６６万５，０００

円を計上しております。 

医療給付費分滞納繰越分につきましては、前年度同額の１００万円を計上しております。 

次、後期高齢者支援金分現年課税分につきましては、一般被保険者の国民健康保険税と

同様の計算式に基づき算出し、４，５８６万円を計上しております。 

次、２７４ページの介護納付金分現年課税分につきましても、一般被保険者の国民健康
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保険税と同様の計算式に基づき算出し、２，０７１万円を計上しております。 

次、２７５ページから２７６ページまでの第２目、退職被保険者等国民健康保険税であ

りますが、世帯数で４１世帯、被保険者数は８１人を見込んで、現行税率により、計上し

ております。医療給付費分５８１万４，０００円。後期高齢者支援金分１３７万８，００

０円。介護納付金分９１万１，０００円などを合わせて総額で、前年度比２５０万７，０

００円増の８１０万６，０００円を計上しております。 

続きまして、２７７ページの第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、療養

給付費等負担金につきましては、補助対象医療費の３４％相当額が、国から交付されます

ので、現年度分、過年度分を合わせて、前年度と比較して１，３８５万４，０００円増の

１億８，１１６万９，０００円を計上しております。 

第２目、高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費拠出金に対する負担割

合から、国の負担分４分の１の５７４万３，０００円を計上。 

第３目、特定健康診査等負担金につきましては、特定健診の対象経費の国負担分３分の

１の１１１万７，０００円を計上しております。 

次、２７８ページの第２項、国庫補助金の第１目、財政調整交付金でありますが、この

うち財政力格差調整のため、交付されます普通調整交付金につきましては、過去の実績か

ら、３，１００万円を計上し、特別調整交付金につきましては、４６万１，０００円を計

上しております。 

次、２７９ページの第３款、療養給付費等交付金につきましては、退職者医療制度の財

源で、各保険者の拠出により、賄われ社会保険診療報酬支払基金から、交付されるもので

すが、退職被保険者の医療費の伸びにより、前年度比９０５万７，０００円増の３，１４

５万円を計上しております。 

次、２８０ページの第４款、前期高齢者交付金につきましては、保険者間の６５歳以上

７５歳未満の前期高齢者の偏在による不均衡を各保険者の加入者数に応じて、財政調整す

るための交付金として、前年度比２，４６４万５，０００円増の１億５，２５７万８，０

００円を計上しております。 

次に、２８１ページの第５款、道支出金、第１項、道負担金、第１目、高額医療費共同

事業負担金につきましては、高額医療費拠出金に対する道負担分４分の１の５７４万３，

０００円を計上し、第２目、特定健康診査等負担金は国庫支出金と同様に、特定健診の対

象経費の道負担分３分の１の１１１万７，０００円を計上しております。 

次に、２８２ページの第２項、道補助金、第１目、調整交付金については、国からの財

源移譲分を道の条例により、一定のルール計算で調整交付金として交付されるもので、普

通調整交付金は、３，１９６万４，０００円を計上、特別調整交付金については、６１万

９，０００円を計上しております。  

次に、２８３ページの第６款、第１項、第１目、共同事業交付金につきましては、１件

８０万円を越える医療費を対象として、国保連合会が行う高額医療費共同事業により、１

００分の５９が交付されるもので、過去の実績を勘案して、前年度比１２０万９，０００

円増の２，２９７万６，０００円を計上しております。 

第２目、保険財政協働安定化事業交付金につきましても，１件３０万円から８０万円ま

での医療費を対象とし、医療費実績などにより、国保連合会に拠出し、交付を受けるもの
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で、歳出同額の前年度比１，９６２万６，０００円増の１億１，６７２万１，０００円を

計上しております。 

次に、２８４ページの第７款、財産収入につきましては、財政調整基金の利子として、

１，０００円を計上しております。 

次に、２８５ページの第８款、繰入金の財政調整基金繰入金につきましては、前段ご説

明申し上げたとおり実質、平成２０年度末で、基金は底を付いている状況でありますこと

から、科目計上しております。 

次に、２８６ページの第２項、他会計繰入金、第１目、一般会計繰入金のうち保険基盤

安定繰入金は、前年度実績額により、保険税軽減分２，０３１万４，０００円と保険者支

援分５５４万７，０００円を合わせまして、２，５８６万１，０００円、出産育児一時金

繰入金は、４５６万円、財政安定化支援事業繰入金は、２０年度普通交付税措置実績額の

２８６万１，０００円を町の負担分として、繰り入れするものであります。 

その他一般会計繰入金につきましては、国保会計の財源不足額の補てん分を繰入金とし

て、２，８９１万６，０００円、特別会計を運営するための事務費等に要する経費として、

４１４万９，０００円を計上しております。 

２９０ページに飛びまして、第１０款、諸収入、第３項、第６目、雑入につきましては、

特定健診に係る自己負担額等８５０名分の１０４万円を見込んでおります。 

次、歳出について説明させていただきます。２９１ページをお開き願います。 

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費、第２目、連合会負担金に

つきましては、国保一般事務に要する経費として、５８６万１，０００円を計上しており

ます。 

２９２ページから２９３ページまでの第２項、徴税費、第３項、運営協議会費につきま

しても、徴収事務及び運営協議会の事務的経費として、それぞれ２８万８，０００円と６

万１，０００円を計上しております。 

次に、２９４ページをお開きください。第２款、保険給付費、第 1 項、療養諸費の積算

は、前年度の給付、支払実績から推計し、計上をしておりますので、ご理解をお願いいた

します。 

まず、第１目、一般被保険者療養給付費は、前年度比６，３００万円増の４億９，３０

０万円を計上、第２目、退職被保険者等療養給付費は、前年度比１，４００万円増の３，

０００万円を計上しております。 

第３目、一般被保険者療養費は、前年度比４０万円増の８００万円、第４目、退職被保

険者等療養費は、前年比６０万円減の６０万円を計上しております。 

第５目、審査支払手数料は、前年度の支払見込額から推計し、１５５万９，０００円を

計上しております。 

次、２９５ページの第２項、高額療養費につきましても、療養諸費と同様に前年度の実

績により推計し、計上をしております。 

第１目、一般被保険者高額療養費は、前年度比４００万円増の４，７００万円を計上、

第２目、退職被保険者等高額療養費は、前年度比２０万円減の４４０万円を計上しており

ます。 

次に、２９７ページに飛びまして、第４項、出産育児諸費、第１目、出産育児一時金に
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つきましては、産科医療補償制度の実施に伴い、３５万円から３８万円に引き上げになっ

たことから、前年度比５４万円増、１８人分の６８４万円を計上しております。 

次、２９８ページの第５項、葬祭諸費、第１目、葬祭費につきましては、前年度比２５

万円減、１０件分の５０万円を計上しております。 

次、２９９ページの第３款、後期高齢者支援金等、第１項、第１目、後期高齢者支援金

拠出金につきましては、後期高齢者医療制度の財源として、保険者が約４割相当分を拠出

するものですが、概算拠出の通知により、前年度比９９２万円増の１億１，２９３万３，

０００円を計上しております。第２目、事務費拠出金についても、概算拠出の通知により、

１万６，０００円を計上しております。 

次、３００ページの第４款、第１項、第１目、前期高齢者納付金につきましては、歳入

でも説明いたしましたが、保険者間の６５歳以上７５歳未満の前期高齢者の偏在による不

均衡を調整するため、各保険者の加入者数等に応じて、費用負担するもので、国保では前

期高齢者の加入割合が高いことから、拠出額が少なく、概算拠出の通知により、３４万７

千円計上しております。第２目、前期高齢者関係事務費拠出金につきましても、概算拠出

の通知により、１万４，０００円を計上しております。 

次、３０１ページの第５款、老人保健拠出金、第１項、第１目、老人保健医療費拠出金

につきましては、老人保健制度の廃止に伴い、今年度は過年度清算分のみを計上しており、

概算拠出の通知により、前年度比２，２５１万９，０００円減の２０４万８，０００円を

計上しております。第２目、老人保健事務費拠出金についても、概算拠出の通知により、

１万６，０００円を計上しております。 

次、３０２ページの第６款、介護納付金につきましては、国保被保険者にかかる介護保

険第２号被保険者分で概算納付通知により、前年度比２９２万６，０００円減の４，５５

５万８，０００円を計上しております。 

次、３０３ページの第７款、共同事業拠出金、第１項、第１目高額医療費拠出金は、決

定通知額に基づきまして、前年度比１２１万円増の２，２９７万７，０００円を計上、第

３目、保険財政共同安定化事業拠出金は、歳入でも説明いたしましたが歳入の交付金と同

額の１億１，６７２万１，０００円を計上しております。 

次、３０４ページの第８款、保健事業費、第１項、第１目、特定健康診査等事業費につ

きましては、国保の４０歳から７４歳の被保険者を対象とした生活習慣病に着目した特定

健診と特定保健指導に要する経費を計上しており、全体で前年度比２１５万４，０００円

減の６０５万１，０００円を計上しております。 

前年度の委託料は、基本健診と町独自で実施する詳細健診を併せて、特定健康診査等事

業費に計上しておりましたが、今年度より、特定健診の補助対象となる基本検診などは第

１項の特定健康診査等事業費に、補助対象外の町独自で実施する詳細健診などは、第２項

の保険事業費に組替えて計上しているのが、減額の主なものであります。 

賃金は、アンケート調査集計などの事務賃金、特定保健指導の栄養士の賃金などで、３

２万円を計上しております。 

役務費は、特定健診のための郵送料や特定健診データ管理システム手数料として、５８

万円を計上しております。 

委託料は、特定健診を集団検診として業務を委託するもので、国保被保険者８５０名分
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の基本検診料などといたしまして、４５８万８，０００円を計上しております。 

負担金、補助及び交付金は、昨年度に引き続き、保健師賃金として、国保連合会の保健

師派遣事業を活用し、町負担分であります２分の１を負担するもので、５４万３，０００

円を計上しております。 

次、３０５ページの第２項、保健事業費につきましては、保健事業に要する経費として、

全体で前年度比１６２万円増の３０９万１，０００円の計上でありますが、先ほど説明い

たしましたとおり町独自で実施する詳細健診などの委託料を組替え、独自健診業務として、

８５０名分の１７０万円を計上したことと住民の健康啓発事業である「健康まつり」の実

施に伴う経費１１万５，０００円を計上していることが、増額の主なものであります。 

また、１年間医療保険を使用しない家庭に対する健康家庭表彰につきましては、今年度

より、廃止することといたしましたので、ご理解をお願いします。 

脳ドックに対する健康診査助成金につきましては、２８人分の４４万１，０００円を計

上しております。 

以上が、平成２１年度訓子府町国民健康保険特別会計の主な内容について、ご説明させ

ていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

引き続きまして、各会計予算書の３１０ページをお開き願います。 

 議案第１１号 平成２１年度訓子府町老人保健特別会計予算につきまして、別冊の予算

案の説明資料を含めてご説明申し上げます。 

また、予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」の３ページをお開き

いただきたいと思います。 

その中段に、老人保健会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について記載してお

ります。 

まず、歳入でありますが、後期高齢者医療制度への移行に伴い、過年度精算分に係る医

療費に対する支払基金交付金、国庫支出金、道支出金を所要率で算定したほか、町負担分

を一般会計からの繰入金として計上しております。 

 また、歳出でありますが、歳入同様、過年度精算分に係る医療給付費等を計上しており

ます。 

 この資料の３４ページから３５ページにわたり、老人保健特別会計の概要をそれぞれ記

載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明は省略させていただきます。 

 それでは、予算書の３１０ページに戻りまして、内容をご説明申し上げます。 

 議案第１１号 平成２１年度訓子府町老人保健特別会計予算の第１条で、予算の総額を

歳入歳出それぞれ３８０万円と定めるものであります。 

 この予算は、前年度当初予算と比較いたしまして、７，４６０万、約９５．２％の減と

なっております。 

 次に、３１１ページから３１３ページにつきましては、款項ごとにそれぞれ額を記載し

ておりますので、ご覧いただくこととしまして、その内容につきましては、３１６ページ

以下の事項別明細書によって、その特徴的なものについて説明させていただきます。 

はじめに、３１６ページの歳入から説明させていただきます。 

第１款、支払基金交付金、第 1 項、第１目、医療費交付金につきましては、医療給付費、

医療費支給費、高額医療費の合算額に一定率を乗じて交付されるもので、前年度比で３，
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９４８万円減の１４万７，０００円を計上しております。 

 また、第２目、審査支払手数料交付金につきましては、前年度比１９万９，０００円減

の１万円を計上しております。 

 次に、３１７ページの第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、医療費国庫

負担金につきましては、支払基金交付金と同様に、医療給付費、医療費支給費、高額医療

費の合算額に一定率を乗じて負担するもので、前年度比で２，４６３万円減の２９万９，

０００円を計上しております。 

 次に、３１８ページの第３款、道支出金、第１項、道負担金、第１目、医療費道負担金

につきましては、国庫負担金同様、一定率を乗じて負担するもので、前年度比で６１５万

８，０００円減の７万５，０００円を計上しております。 

 次に、３１９ページの第４款、繰入金、第１項、他会計繰入金、第１目、一般会計繰入

金につきましては、町の費用負担も減るため、前年度比６１２万７，０００円減の１６万

１，０００円を計上しております。 

 ３２２ページに飛びまして、第６款、諸収入、第２項、雑入、第２目、返納金につきま

しては、２１０万５，０００円を計上していますが、医療機関の不当請求などに係る返納

金を計上しております。 

 第３目、雑入につきましては、医療費の過年度精算分に係る町負担分などの返還金とし

て、１００万円を計上しております。 

 次、歳出について、説明させていただきます。３２３ページでございます。 

 第１款、医療諸費、第１項、第１目、医療給付費につきましては、過年度精算分に係る

医療費として、前年度比７，０９８万９，０００円減の３５８万７，０００円を計上して

おります。 

 次、第２目、医療費支給費につきましては、医療給付費と同様に過年度精算分に係る支

給費として、前年度比３６万３，０００円減の１０万円を計上しております。 

 次、第３目、高額医療費につきましては、上限額を超えた医療費を支払った場合は、高

額医療費として、支払われるもので、これも過年度精算分の高額医療費といたしまして、

前年度比３０４万５，０００円減の１０万円を計上しております。 

 次、第４目、審査支払手数料につきましては、支払基金及び国保連合会に対して、医療

給付費支払手数料として、前年度比２０万３，０００円減の１万１，０００円を計上して

おります。 

以上が、平成２１年度訓子府町老人保健特別会計の予算について、提案説明をさせてい

ただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、各会計予算書の３２６ページをお開き願います。 

議案第１２号 平成２１年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、別冊

の予算案の説明資料も含めてご説明させていただきます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」の３ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 その下段に、後期高齢者医療会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について記載

しております。 

 まず、歳入でありますが、後期高齢者医療制度では、保険料を計上したほか、新規に広



 - 32 - 

域連合調整交付金、低所得者の保険料軽減分等の一般会計からの繰入金を計上しておりま

す。 

 また、歳出でありますが、所要の事務費のほか、後期高齢者医療広域連合への納付金を

計上しております。 

この資料の３６ページから３８ページにわたり、後期高齢者医療特別会計の概要をそれ

ぞれ記載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明は省略させていただきま

す。 

 それでは、予算書の３２６ページに戻りまして、その内容をご説明申し上げます。 

 議案第１２号 平成２１年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算の第１条で、予算の

総額を歳入歳出それぞれ６，０４０万円と定めるものであります。 

 この予算は、前年度当初予算と比較して３５０万円、約５．５％減となっております。 

 ３２７ページから３２９ページにつきましては、款項ごとにそれぞれ額を記載しており

ますので、ご覧いただくこととしまして、その内容につきましては、３３２ページ以下の

事項別明細書によって、その特徴的なものについて説明させていただきます。 

はじめに、３３２ページの歳入から説明させていただきます。 

 第１款、第１項、後期高齢者医療保険料でありますが、北海道後期高齢者医療広域連合

が定めた保険料額に基づき算定しており、保険料算定基礎を均等割額４３，１４３円、所

得割率を９．６３％としております。 

 後期高齢者医療保険料につきましては、前年度と比較して、国の低所得者に対する負担

軽減対策の実施などにより、保険料総額では、前年度比６７６万５，０００円減の４，０

５４万９，０００円と見込んでおります。 

また、口座振替の拡大による納付方法の変更などによりまして、特別徴収と普通徴収の

割合が変更となっております。 

第１目、特別徴収保険料は、被保険者総数を８５７人、保険料額を２，９８０万６，０

００円。 

第２目、普通徴収保険料は被保険者総数を１２０人、保険料額を１，０６９万３，００

０円。普通徴収保険料滞納繰越分５万円を計上しております。 

次、３３３ページ。第２款、第１項、広域連合補助金、第１目、調整交付金につきまし

ては、今年度から７５歳以上の方の脳ドックを市町村が実施する場合、健康診査助成金の

調整交付金として、その費用の全額が広域連合より交付されることから、１５万８，００

０円を計上しております。 

次、３３４ページ。第３款、繰入金、第１項、一般会計繰入金、第１目、保険基盤安定

繰入金につきましては、低所得者の保険料軽減分として、道と町の負担分を合わせて、前

年度比３０５万４，０００円増の１，４４１万円を計上しております。 

次、第２目、事務費繰入金につきましては、広域連合納付金と所要事務経費の５１７万

３，０００円を計上しております。 

３３７ページに飛びまして、第５款、諸収入の第１目、保険料還付金につきましては、

納めすぎた保険料が広域連合から還付されるもので、還付金として、１０万円を計上。 

第２目、還付加算金として５，０００円を計上しております。 

次、３３８ページから３３９ページまでの第５款、諸収入につきましては、それぞれの
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項目を科目計上させていただいております。 

次、歳出について、説明させていただきます。３４０ページをお開きください。 

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費につきましては､後期高齢者

医療一般事務に要する経費として、２１４万６，０００円を計上しております。 

次、３４１ページの第２項、徴収費、第１目、賦課徴収費につきましては、印刷費、郵

便料を主として、２１万４，０００円を計上しております。 

次、３４２ページの第２款、保健事業費、第１項、第１目、保健事業総務費につきまし

ては、歳入でも説明いたしましたように、今年度から７５歳以上の方の脳ドックを市町村

が実施する場合、広域連合からの交付金の対象となったことから、健康診査助成金として

５名分の１５万８，０００円を新たに計上しております。 

次、３４３ページの第３款、第１項、第１目、後期高齢者医療広域連合納付金につきま

しては、収納した保険料を運営する広域連合に支出するための保険料分と低所得者の保険

料軽減の保険基盤安定分をあわせまして、保険料等納付金として、５，４９５万円９，０

００円を計上しております。 

また、広域連合の共通経費の市町村負担分として、事務費納付金２８１万７，０００円

を計上し、後期高齢者医療広域連合納付金の総額といたしまして、前年度比３８７万４，

０００円減の５，７７７万６，０００円を計上しております。 

次、３４４ページ。第４款、諸支出金の第１目、保険料還付金につきましては、納めす

ぎた保険料などの還付金として、歳入同額の１０万円を計上し、第２目、還付加算金とし

て、５，０００円を計上しております。 

次に３４５ページの第２項、繰出金は、一般会計への繰出金として、預金利子相当分を

計上しております。 

以上が、平成２１年度訓子府町後期高齢者医療特別会計の主な内容について、ご説明さ

せていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） それでは、議案第１３号 平成２１年度訓子府町介護保

険特別会計予算について、提案説明をさせていただきます。 

まず、予算書に入ります前に、別冊の各会計予算案の説明資料をご覧いただきたいと思

います。ここでは、４ページの上段に介護保険会計の予算の概要を記載しておりますので、

ご覧をいただきたいと思いますが、同じ資料の９ページをまずご覧をいただきたいと思い

ます。９ページでは、基金の保有状況を記載してございますが、一番下に介護でございま

す。基金の保有状況につきましては、平成２１年度末で介護給付費準備基金３，４０５万

４，０００円、介護従事者処遇臨時特例交付金１３９万７，０００円の見込みでございま

す。 

それでは、訓子府町各会計予算書の３４６ページをお開きいただきたいと思います。 

平成２１年度訓子府町介護保険特別会計予算でございます。第１条では、歳入歳出それ

ぞれ予算の総額を４億７，３４０万円と定めるものであります。 

第２条では、一時借入金の借り入れ最高額を３，０００円とするものであります。 

 失礼しました。一時借入金の借り入れ最高額を３，０００万円とするものでございます。 

 次に、３４７ページから３５０ページにつきましては、款項ごとにそれぞれの額を記載
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しておりますので、ご覧をいただきたいと思いますが､その内容につきましては、３５２ペ

ージ以下の事項別明細書によって、説明をさせていただきます。 

 ３５２ページの歳入でございます。 

まず、第１款、保険料でありますが、平成２１年度から２３年度までの第４期介護保険

計画によりまして､基準保険料を月額３，７００円、年額で４４，４００円として算定して

おります。 

 昨年までの第３期介護保険計画期間中の基準保険料は、月額３，５００円でありますの

で、月額で２００円の増となっております。 

 また、保険料段階につきましては、昨年までは平成１７年度の税制改正による激変緩和

措置を設けておりましたが、激変緩和措置がなくなることによって、負担が過重にならな

いよう、第３期中の６段階から第４期は７段階まで、第４段階を２段階に、さらに分割し

ておりますので実質的に８段階へ細分化をしております。 

 第１目、第１号被保険者保険料のうち特別徴収保険料につきましては、被保険者総数を

１，６４７人、保険料額を６，６２７万１，０００円。普通徴収保険料は、被保険者総数

を１７１人、保険料額を５６７万８，０００円。普通徴収保険料滞納繰越分を１５万円、

介護保険料の総額を７，２０９万９，０００円と見込んでおります。 

次に、３５３ページの第２款、分担金及び負担金、第１項、第１目、介護予防負担金に

つきましては、「通所型介護予防事業」に係る利用者負担金として、６９万１，０００円を

見込んでおります。 

次に、３５４ページの第３款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、介護給付費

負担金につきましては、現年度分としまして、保険給付費に対する国のそれぞれの負担割

合を乗じた７，５３１万６，０００円を計上しております。 

３５５ページの第２項、国庫補助金のうち第１目、調整交付金につきましては、財政力

格差調整のための交付金でありますが、過去の実績から保険給付費の７．３９％、３，２

７１万３，０００円を計上。 

第２目、地域支援事業交付金のうち介護予防事業費に対して、２５％、２０１万２，０

００円を計上。 

第３目、包括的支援事業・任意事業分につきましても事業費に対して、４０％、２１４

万６，０００円を計上しておりますが、地域支援事業の内容につきましては、後ほど歳出

の中でご説明申し上げます。 

次に、３５６ページの第４款、支払基金交付金、第１項、第１目、介護給付費交付金に

つきましては、現年度分としまして、保険給付費の３０％、１億３，２８０万３，０００

円を計上。 

第２目の地域支援事業支援交付金につきましては、介護予防事業に要する経費の３０％、

２４１万５，０００円を計上しております。 

 ３５７ページ、第５款、道支出金、第１項、道負担金、第１目、介護給付費負担金は、

保険給付費に対して、それぞれ道の負担割合を乗じた６，８５５万３，０００円を計上。 

３５８ページの第２項、道補助金、第１目、第２目、地域支援事業交付金は、介護予防

事業の１２．５％、１００万６，０００円。包括的支援事業・任意事業分は事業費の２０％、

１０７万３，０００円をそれぞれ計上しております。 
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 ３５９ページでございます。第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子

及び配当金につきましては、介護給付費準備基金の利子として、６万９，０００円。介護

報酬改定による保険料上昇を抑制し，被保険者の負担の軽減を図るための「介護従事者処

遇改善臨時特例交付金」により平成２０年度に設置する基金の利子４，０００円を計上し

てございます。 

３６０ページの第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、介護給付費準備基金繰

入金につきましては､介護保険特別会計の収支の不足分７５９万円を基金から繰り入れす

るものであります。 

 また、第２目、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金につきましては、１号被保険者

保険料軽減措置に充てるため９９万６，０００円、保険料軽減措置の周知、電算システム

改修費用に充てるため１１３万４，０００円をそれぞれ繰り入れするものであります。 

次に、３６１ページ。第２項、他会計繰入金、第１目、一般会計繰入金のうち介護給付

費繰入金は、保険給付費の町負担分１２．５％、５，５３３万５，０００円。地域支援事

業繰入金は、介護予防事業分が１２．５％、１００万７，０００円。包括的支援事業・任

意事業分は、２０％、１０７万４，０００円をそれぞれ町負担分として、繰り入れするも

のであります。 

 その他一般会計繰入金は、特別会計を運営するための事務費等に要する経費として、１，

５３４万７，０００円を繰り入れするものです。 

 ３６２ページから３６５ページまでの第８款、繰越金、第９款、諸収入につきましては、

それぞれの項目を科目計上してございます。 

次、歳出について説明をさせていただきます。３６６ページでございます。 

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費でありますが､介護保険一般

事務に要する経費として、２４３万９，０００円を計上するものであります。 

次、３６７ページの第２項、徴収費、第１目、賦課徴収費につきましては、納付書や督

促状の印刷費、郵便料を主として、３４万円を計上しているものでございます。 

次、３６８ページにつきましては、北見市、置戸町と共同設置しております介護認定審

査会経費として、２２７万２，０００円、介護認定調査に要する経費としまして、２６１

万円を計上。 

３６９ページは、介護保険制度のＰＲを図るための経費としまして、趣旨普及費５３万

９，０００円を計上しております。 

３７０ページの計画策定委員会経費につきましては、第４期介護保険計画策定業務が平

成２０年度に終了したことから、廃目としてございます。 

３７１ページは、第２款、保険給付費、第１項、第１目、居宅介護サービス給付費です

が、居宅要介護被保険者の居宅サービスに係る給付で７，５１４万１，０００円。 

第３目、地域密着型介護サービス給付費は、介護を必要とする人が住み慣れた地域で生

活を継続できるようにするもので、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム

利用に対する給付に５，５８８万６，０００円を計上しておりますが、町内にありますグ

ループホームの増設に伴い、利用人員が増えると見込まれることにより、昨年と比較いた

しまして、大きく伸びたものでございます。 

第５目、施設介護サービス給付費は、施設サービスに係る給付としまして、２億３，８



 - 36 - 

３６万円を計上。 

第７目、居宅介護福祉用具購入費として、８９万１，０００円。 

第８目、居宅介護住宅改修費として、２０７万円。 

第９目、居宅介護サービス計画給付費として、１，００１万２，０００円を計上してお

ります。 

 次、３７２ページの第２項、介護予防サービス等諸費につきましては、要支援１、要支

援２の被保険者に対する介護予防に要する経費を計上しております。 

第１目、介護予防サービス給付費は、居宅の要支援者に対する給付で、介護予防通所介

護や訪問介護などの利用に対する給付に、１，８３５万９，０００円。 

第３目、地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、介護予防認知症対応型共

同生活介護に対する給付に、１１３万円を計上。 

第５目、介護予防福祉用具購入費に、４５万９，０００円。 

第６目、介護予防住宅改修費に、２１６万円。 

第７目、介護予防計画給付事業、ケアプランの作成給付に、２３１万円をそれぞれ計上

しております。 

 次、３７３ページ。第３項、その他諸費、第１目、審査支払手数料は、介護給付費請求

に係る審査支払にかかる手数料として、３９万円を計上しております。 

 次、３７４ページ。第４項、高額介護サービス等費、第１目、高額介護サービス費は、

要介護被保険者の介護サービス自己負担額が一定額を超えた場合に給付するもので、１，

１２４万円。 

第２目、高額介護予防サービス費は、要支援者に対する高額給付費で３万３，０００円

を計上しております。 

 次、３７５ページ。第５項、第１目、高額医療合算介護サービス費は、平成２０年から

新たにスタートした制度で、要介護被保険者の介護保険と医療保険の自己負担の合計額が

年間で一定額を超えた場合に給付をするものでありまして、本年度からの予算計上となり

ますが、推計が難しいこともございまして、１０万円を計上してございます。 

同じく、第２目、高額医療合算介護予防サービス費につきましては、要支援者に対する

給付ですが、５万円を計上しております。 

 次、３７６ページ。第６項、第１目、特定入所者介護サービス費は、施設入所者への食

費、居住費の補足的給付として、２，４００万８，０００円計上。 

第３目、特定入所者介護予防サービス費は、要支援者の短期入所サービス利用者に対す

る食費、滞在費の補足的給付として、７万２，０００円計上しております。 

 次、３７７ページ。財政安定化基金拠出金につきましては、保険財政の安定化を図るた

めに北海道が設置する基金に対する拠出金でありますが、現在の基金の状況から２１年度

における拠出金は発生しないことから、廃目とするものであります。 

次、３７８ページの第３款、地域支援事業費、第１項、介護予防事業費、第１目、介護

予防特定高齢者施策事業費につきましては、介護が必要となる可能性の高い特定高齢者を

把握するとともに、通所や訪問により、要介護状態の予防や軽減を図る経費を計上してお

ります。 

 第２目、介護予防一般高齢者施策事業費は、介護予防に関する基本的な知識の普及啓発
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を行うほか、ボランティアなどの人材育成を行い基本的な見守りや手助けの方法を普及さ

せるための経費や、「通所型介護予防事業」として、業務委託する経費を計上しております。 

 次、３７９ページの第２項、包括的支援事業・任意事業費は、高齢者の自立保持のため

の身体的・精神的・社会的機能の維持向上を図るため、介護予防事業のケアマネジメント

を行う事業に要する経費を計上しておりますが､２８節、一般会計繰出金４５１万４，００

０円につきましては、地域包括支援センター職員人件費分として、一般会計に繰り出しを

するものであります。 

 第２目、権利擁護事業費につきましては、高齢者に対する虐待の早期発見、防止など権

利擁護の支援を行う経費を計上しております。 

第３目、包括的・継続的ケアマネジメント事業につきましては、主治医、ケアマネージ

ャー、地域の関係機関との連携を通じてケアマネジメントの後方支援を行うための経費で

す。 

第４目、任意事業費は、家族介護用品購入費に対する助成費用、認知症高齢者等に対す

る成年後見制度利用に係る経費を計上しております。 

 次に、３８０ページの第３項、第１目、運営協議会費は、地域包括支援センターの運営

協議会に要する経費を計上しております。 

３８１ページの第４款、基金積立金は、介護給付費準備基金及び介護従事者処遇改善臨

時特例基金利息相当額を予算に計上して、基金に積み立てるものであります。 

 ３８２ページの第５款、公債費は資金繰りのための一時借入金利子を計上しております。 

 ３８３ページ以降の第６款、諸支出金につきましては、第１号被保険者の過年度分還付

金など所要の経費を計上しております。 

以上、平成２１年度介護保険特別会計の予算について、提案説明をさせていただきまし

たが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） ここで、午後２時１０分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 議案第１４号からでございます。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（竹村治実君） 議案書３８７ページをお開きください。 

議案第１４号 平成２１年度訓子府町下水道事業特別会計予算について、提案説明をさ

せていただきます。 

議案書の説明前に、別冊の各会計予算案の説明資料４ページをお開きください。下水道

事業会計の概要が記載されております。歳入歳出それぞれ概要について記載されておりま

すが、この内容につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。説明は省略させて

いただきます。 

それでは、議案書の３８７ページに戻りまして、まず、第１条で歳入歳出予算の総額を

２億３，３９０万円と定めるもので、前年度対比１，７３０万円増でございますが、補償
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金免除繰上償還に伴う借換債３，６７０万円を見込んでおりますので、実質は１，９４０

万円の減でございます。款項ごとの区分及び当該区分ごとの金額につきましては、３８８

ページから３９１ページの第１表、歳入歳出予算によりますので、後ほどご覧いただきた

いと思います。 

次に、３８７ページに戻りまして、第２条、地方債につきましては、後ほど説明させて

いただきます。 

第３条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を前年度同額の２億円と定める

ものでございます。 

次に、３９２ページをお開き願います。 

第２表の地方債でありますが、農業集落排水整備事業借換債の限度額を２，０１０万円

とし、個別排水処理施設整備事業の限度額を３，０６０万円とし、臨時財政特例借換債の

限度額を１，６６０万円として、いずれも証書借入で年利５．０％以内。償還の方法は、

記載のとおり定めようとするものであります。 

次に、３９３ページにつきましては、事項別明細書の総括であります。計上総額、款別

の増減を記載しておりますが、内容等につきましては、３９４ページ以降の予算書で説明

させていただきますので、説明は省略させていただきます。 

それでは、３９４ページの歳入から説明させていただきます。 

１款、１項の分担金でありますが、１目の農業集落排水事業分担金につきましては、２

１年度新規賦課分として６戸を予定し、３０万円を計上しております。滞納繰越分は科目

計上でございます。 

２目の個別排水処理施設整備事業分担金につきましては、１５戸の新規整備を予定し、

７５万円を計上しております。 

次に、３９５ページ。２款、１項の使用料でありますが、１目の農業集落排水施設使用

料につきましては、料金改定を見込んだ５０３万８，０００円増の５，３８２万９，００

０円を計上しております。滞納繰越分は、科目計上でございます。 

２目の個別排水処理施設使用料につきましては、今年度新規設置数分と料金改定を見込

んだ１５８万２，０００円増の１，１０９万７，０００円を計上しております。 

次に、３９６ページ。２款、２項の手数料につきましては、１目の総務手数料の閲覧交

付手数料１，０００円は科目計上であります。２目の農業集落排水手数料１万２，０００

円及び３目の個別排水手数料３万円の設備検査手数料につきましては、いずれも新規戸数

を見込んだ予算を計上しております。 

次に、３９７ページ。３款、１項、1 目の一般会計繰入金につきましては、従来と同様、

歳出総額から分担金、使用料、補助金、町債等の自主財源、特定財源を差引き、その不足

額を一般会計から繰り入れするものであり、前年度対比で１，２１７万２，０００円減の

９，８２３万３，０００円の計上であります。 

次に、３９８ページ。４款、１項、１目、繰越金。 

３９９ページ。５款、１項、１目の延滞金。 

４００ページ。５款、２項、１目の預金利子につきましては、いずれも科目計上でござ

います。 

次、４０１ページ。５款、３項、１目の水洗便所改造等貸付金元利収入につきましては、
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金融機関に預ける預託金２００万円とその利子４，０００円の計上であります。 

次、４０２ページ。５款、４項、１目の雑入につきましては、保証料還付金、消費税還

付金は科目計上でございます。移設補償費３３万８，０００円につきましては、道道北見

置戸線（日出工区）の支障物件移設補償費として、マンホール等の移設補償費を計上して

おります。 

次、４０３ページ。６款、１項の町債でありますが、１目の農業集落排水整備事業債及

び、３目の臨時財政特例借換債につきましては、公的資金補償金免除繰上償還に伴い、農

業集落排水事業借換債として、２，０１０万円と臨時財政特例借換債として、１，６６０

万円を計上しております。 

また、２目の個別排水処理施設整備事業債につきましては、個別排水処理施設整備事業

実施に伴い、起債対象額の１００％充当を見込み前年度対比８１０万円減の３，０６０万

円を計上しております。 

次、４０４ページからは、歳出であります。 

まず、１款、１項の総務管理費でありますが、１目の一般管理費は、前年度対比７４万

２，０００円減の２６６万１，０００円の計上であります。 

１節、報酬の上下水道事業経営審議会委員に対する報酬につきましては、審議会を年２

回開催分計上し、２７節、公課費の消費税納付金につきましては、平成２０年度決算納付

額と平成２１年度中間納付額の１０５万６，０００円を計上しております。 

また、２８節の繰出金につきましては、水道事業会計への繰出金であり、水道検針等業

務委託費及び帳票経費等について、下水道使用料徴収検針経費１５２万７，０００円の計

上であります。 

次、４０５ページ、２項の下水道管理費でありますが、１目の農業集落排水管理費、前

年対比で７８万９，０００円減の５，５８１万５，０００円の計上であります。 

１１節の需用費から１４節の使用料及び賃借料までにつきましては、訓子府処理施設、

末広処理施設、日出処理施設の管理費であり、修繕料は昨年同額の９８０万円の計上であ

ります。 

次、２目の個別排水管理費につきましては、前年度対比で３０４万９，０００円減の１，

５１２万８，０００円の計上であります。 

１２節、役務費の手数料は、浄化槽の法定検査費用として、３万６，０００円増の１４

２万３，０００円を計上し、１３節、委託料の浄化槽保守点検業務委託料は、４７万６，

０００円増の１，１２７万円を計上しておりますが、いずれも本年度設置予定も含めての

計上でありますので、増額計上となってございます。 

２１節の貸付金につきましては、過去に設置した方に対する資金貸付の金融機関への預

託金であり、２００万円を計上しております。 

次、４０７ページ。２款、１項の下水道事業費、１目の農業集落排水事業費、１５節、

工事請負費で４０万円を計上しておりますが、日出地区の道道北見置戸線交通安全工事の

支障物件移設工事として、マンホール調整、公共桝移設等で４０万円を計上しております。 

次、２目の個別排水処理施設整備事業費でありますが、前年度対比９９１万８，０００

円減の３，８６０万５，０００円の計上であります。 

１１節の需用費、１２節の役務費は経常経費でありますので、説明は省略させていただ
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きますが、１３節の委託料、実施測量設計業務は、１５戸の浄化槽設置を計上し、地質試

験業務につきましては、浸透可能な地質であるかを試験するための委託料であり、１５戸

のうち、１戸分を計上しております。 

１５節の工事請負費につきましても、本年度１５戸の設置工事分として、３，５４５万

２，０００円を計上しております。 

次、４０８ページ。３款、1項の公債費でありますが、下水道事業を開始した昭和６３年

度から平成２０年度までの２０年間の借入残額９億１７４万円に対する１目、元金であり

ますが、長期債元金償還５，９７２万円及び公的資金補償金免除繰上償還に伴い、平成２

１年度繰上げ償還を予定する３，６８６万８，０００円の合わせた９，６５８万８，００

０円の計上であります。 

次、２目の利子でありますが、長期債利子２，４３６万３，０００円と一時借入金の借

入限度額を１億円と定めるものでありますので、それに伴います利子１４万円の合わせた

２，４５０万３，０００円の計上であります。 

４０９ページ。４款の予備費につきましては、前年同額の２０万円を計上しています。 

次、４１０ページは、債務負担行為の調書でありますので、後ほどご覧いただくことと

し、説明は省略させていただきます。 

次、４１１ページにつきましては、地方債の調書であり、２１年度末における元金残高

は、右側の一番下に記載のとおり８億７，２４５万２，０００円となる見込みであります。 

次の４１２ページは、特別職の給与費明細書を一般会計に準じて作成しておりますので

後ほどご覧をいただきたいと存じます。 

以上、平成２１年度訓子府町下水道事業特別会計の予算について、その提案説明をさせ

ていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 水道課長。 

○水道課長（竹村治実君） 議案書４１３ページをお開き願います。 

議案第１５号 平成２１年度訓子府町水道事業会計予算について、提案説明をさせてい

ただきます。 

まず、第２条の業務の予定量でありますが、給水件数につきましては、２，１４０件。

年間総給水量は、６７万立方メートル。一日平均給水量は、１，８３５立方メートルとし

ております。 

次、第３条では、収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、

第１款の水道事業収益で営業収益及び営業外収益合わせて、１億８，７２２万４，０００

円の計上であります。 

支出につきましては、第１款の水道事業費で営業費用、営業外費用、予備費を合わせて

１億７，４９０万９，０００円の計上であります。収支を差引きますと１，２３１万５，

０００円の利益となる見込みでございます。 

次、第４条では、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定めるものでありますが、

収入額が支出額に対して不足する額４，６３６万円は、過年度分損益勘定留保資金などで

補填するものであります。 

まず、収入でありますが、第１款の資本的収入につきましては３，０８０万７，０００

円であり、その内訳は企業債で１，７２０万円、他会計補助金で１，３６０万７，０００
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円を計上しております。 

また、支出につきましては、第１款の資本的支出で７，７１６万７，０００円であり、

その内訳は、建設改良費で１５６万円、企業債償還金７，５６０万７，０００円でありま

す。 

なお、３条の収益的収支及び４条の資本的収支の計上内容につきましては、後ほど４１

７ページ以降で説明させていただきます。 

次、４１４ページ。第５条の企業債では、起債の目的を公的資金補償金免除繰上償還に

係る借換債としております。限度額につきましては、１，７２０万円、起債の方法は証書

借入、利率は５．０％以内。償還の方法は、以下記載のとおり定めようとするものであり

ます。 

次、第６条の一時借入金の限度額につきましては、１億円と定めるもので、前年度と同

額の計上であります。 

次、第７条の職員給与費２，８４３万円につきましては、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければな

らないものと定めるものであります。 

次の第８条につきましては、一般会計などから、この会計に補助を受ける金額を３，８

０７万３，０００円と定めるもので、内容につきましては、後ほど説明させていただきま

す。 

第９条のたな卸資産につきましては、メーター器等の購入限度額を５９３万４，０００

円と定めるものであります。 

次、４１５ページと４１６ページにつきましては、一般会計の書式に準じて作成してお

りますが、説明は省略させていただきます。 

次、４１７ページの平成２１年度 訓子府町水道事業会計予算実施計画説明書でありま

すが、これは一般会計の事項別明細書にあたるものであり、順次説明をさせていただきま

す。 

まず、収益的収入及び支出の収入でありますが、１款、水道事業収益の総額は１億８，

７２２万４，０００円であり、その内訳につきましては、１目、給水収益の水道料金では

料金改定に伴い前年度対比１７０万円増の１億５，７９０万円を計上しております。 

２目、その他営業収益は、４４０万４，０００円で、設計審査手数料、消防施設等整備

事業負担金の他、補償金として、北海道横断自動車道シルコマンベツ線送水管移設工事４

０６万円を計上しております。 

次、２項、営業外収益の１目、受取利息につきましては、定期預金と普通預金の預金利

息として、４５万円を計上しております。 

２目、他会計補助金につきましては、２，４４６万６，０００円の計上でありますが、

一般会計からは、従来からの叶橋添架起債利息、大谷浄水場起債利息、ポケットパーク配

水池起債利息、大谷水源施設起債利息の一部を計上しております。 

また、事務職員人件費につきましては、職員３名分の一部と事務員１名分の計上であり

ます。下水道会計補助金につきましては、使用料収納経費を計上しております。 

３目、雑収益の不用品売却収益、その他雑収益及び、４目の還付金につきましては、科

目計上であります。 
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次、４１８ページの収益的支出でありますが、１款の水道事業費につきましては、総額

で１億７，４９０万９，０００円の計上であります。前年度対比で２，１７５万４，００

０円の減額となっておりますが、１項、営業費用の１目、原水及び浄水費につきましては、

通常の維持管理経費のみの予算であり、昨年度の使用実績により、手数料の水質検査手数

料として、前年度対比５４万３，０００円増の６８０万８，０００円を計上し、動力費の

電気料として、前年度対比２６万２，０００円減の６１５万９，０００円及び、薬品費と

して、前年度対比３８万１，０００円減の１４０万４，０００円を計上し、全体で２，０

０３万７，０００円の予算計上であります。 

次の２目、配水及び給水費につきましては、２，３０７万１，０００円の計上でありま

す。前年度対比で１，４９０万４，０００円の減額となっておりますが、通常の維持管理

費のほか、修繕費では前年度対比１３８万４，０００円減の６２５万円の計上、工事請負

費は、前年度対比１，１４１万円減の６００万円の計上であります。その内訳は、北海道

横断自動車道シルコマンベツ線送水管移設工事４００万円、配水施設緊急整備工事として、

２００万円の計上であります。 

なお、内訳は後ほど別冊の予算案の説明資料をご覧いただきたいと思います。 

次、４１９ページ。３目、総係費につきましては、４，２０５万１，０００円の計上で

あり、前年度対比９７万４，０００円の減額でありますが、給料では、２７万５，０００

円減の１，３８６万３，０００円を計上。 

手当で、４万６，０００円増の７３３万６，０００円を計上。 

福利費では、６０万８，０００円増の７２３万１，０００円を計上しております。 

次、４２０ページ。４目の減価償却費でありますが、建物から鹿ノ子ダム使用権までの

総額６，１６５万７，０００円が本年度の償却分であります。 

また、５目の資産減耗費につきましても、除却対象分の総額４３万４，０００円であり

ますが、いずれも現金支払いの伴わない企業会計特有の予算であります。 

次、２項、営業外費用の１目の支払利息につきましては、企業債利息が１，９５４万７，

０００円の計上。一時借入金利息は、４２万円の計上であります。 

２目の繰延勘定償却費は、前年度同額の１８４万７，０００円を計上しておりますが、

長期に使用する計画作成等に伴う費用を償却するものであります。先ほどの減価償却費と

同様、現金の支出を伴わない予算の計上であります。 

雑支出につきましては、前年度同額の２０万円の計上であります。 

次の予備費につきましても前年度同額の３０万円を計上しております。 

次、４２１ページの資本的収入及び支出でありますが、１款、１項、１目の企業債につ

きましては、５％台の企業債元金の公的資金補償金免除繰上げ償還として借換債１，７２

０万円計上しております。 

また、２項、１目の他会計補助金１，３６０万７，０００円につきましては、叶橋添架

起債償還元金７０万５，０００円、大谷浄水場起債償還元金１，０８１万５，０００円、

ポケットパーク配水池起債償還元金１８８万９，０００円、大谷水源施設起債償還元金１

９万８，０００円を一般会計から元金の一部を補助金として計上しております。 

次、４２２ページ、資本的支出の１款、１項、１目の固定資産購入費１５６万円につき

ましては、量水器設備費として、メーター器３９台の購入、メーターボックス１７台の計
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上でございます。 

次、２項、１目企業債償還金につきましては、７，５６０万７，０００円を計上してお

ります。この中には、企業債元金の高金利の繰上償還として、１，７２０万９，０００円

を計上しております。 

次、予算書の４２３ページの資金計画につきましては、収益的収支、資本的収支のうち

現金収支における資金計画でありますので、後ほどご覧いただくことにしまして、説明は

省略させていただきます。 

次の４２４ページから４２５ページの給与明細書につきましては、一般会計に準じて作

成しておりますので、後ほどご覧いただくことにしまして、説明は省略させていただきま

す。 

次に４２６ページと４２７ページは、平成２１年度の予定貸借対照表であります。この

表につきましても予算の計上、執行に直接関係しませんので、説明は省略させていただき

ます。 

次の４２８ページと４２９ページにつきましても、平成２０年度末の予定貸借対照表で

あります。この表につきましても、予算の計上、執行に直接関係しませんので、説明は省

略させていただきます。 

次の４３０ページにつきましては、平成２１年１月末時点におきます収益的収支の決算

見込みから、税抜きをした予定損益計算書であります。後ほど、ご覧いただくこととしま

して、説明を省略させていただきます。 

以上、平成２１年度訓子府町水道事業会計の予算について、その提案説明をさせていた

だきましたが、ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎議案第１６号、議案第１７号、議案第２３号、議案第２５号、議案第２７号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第２７、議案第１６号、日程第２８、議案第１７号、

日程第２９、議案第２３号、日程第３０、議案第２５号、日程第３１、議案第２７号を議

題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 議案第１６号から順次説明願います。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案書の５７ページをお開き願います。 

 議案第１６号 訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、提案説明をさせていただきます。 

 訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例（平成１６年条例第１６号）の一部を改正

する条例を制定しようとするものであります。 

記以下に改正条例案を記載しておりますが、５８ページの新旧対照表により、ご説明い

たします。 

今回の改正の趣旨は、平成２１年４月から施行される児童福祉法の一部改正に伴うもの

であります。 

第３条、受給者の規定のうち受給者から除かれる者に、「小規模住居型児童養育事業を行

う者」を加えるものであります。 
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この小規模住居型児童養育事業は、要保護児童の委託先として、新たに国により事業化

されるものであり、ここで養育される児童が医療機関を受診した場合、その費用は、行政

が負担することにより、本条例による給付の対象とはならなくなるものです。 

附則としまして、この条例は、平成２１年４月１日から施行するものであります。 

以上、訓子府町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、その提案理由の説明をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

次に、議案書の５９ページをお開き願います。 

 議案第１７号 訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、提案説明をさせていただきます。 

 訓子府町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（平成１６年条

例第１７号）の一部を改正する条例を制定しようとするものであります。 

５９ページに改正条例案を記載しておりますが、６０ページの新旧対照表によりご説明

いたします。 

今回の改正の趣旨は、平成２１年４月から施行される児童福祉法の一部改正に伴うもの

であります。 

第３条、助成の対象の規定のうち受給者から除かれるものに、「小規模住居型児童養育事

業を行う者」を加えるものであります。 

この小規模住居型児童養育事業は、要保護児童の委託先として、新たに国により事業化

されるものであり、ここで養育される児童が医療機関を受診した場合、その費用は、行政

が負担することにより、本条例による給付の対象とはならなくなるものであります。 

なお、この規定の後段部分につきましては、「児童福祉施設に入所している者」を「児童

福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者」に改めるものでありますが、表現を他の

医療費の助成に関する条例等に合わせるための文言の修正であります。 

附則としまして､この条例は、平成２１年４月１日から施行するものであります。 

以上、訓子府町重度身体障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、その提案理由の説明をさせていただきましたが、ご審議の

上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 総務課業務監。 

○総務課業務監（八鍬光邦君） 議案第２３号の提案理由の説明をさせていただきますの

で、議案書の８０ページをお開きください。 

議案第２３号 訓子府町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてです。 

訓子府町個人情報保護条例（平成１５年条例第２２号）の一部を改正する条例を次のよ

うに制定しようとするものであります。 

この条例改正につきましては、統計法の全文改正によりまして、新統計法が制定された

ことに伴い、この統計法に根拠を求める部分の個人情報保護条例の一部を改正するもので

ございます。 

それでは、記以下につきましては、改正条文でございますが、８１ページの新旧対照表

で、ご説明させていただきます。 

この新旧対照表は、右側が現行条文で、左側が改正案でございます。 
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まず、第３７条でございます。第３７条では、訓子府町個人情報保護条例では適用せず、

他の法令等で制限をするということを規定してございます。 

第１号の全文を「統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく基幹統計調査及び一般統

計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報」に改正す

るものでございます。これは、基幹統計の例えば、国勢調査等で調査した基礎資料などは、

この訓子府町個人情報保護条例では、適用せず統計法で秘密の保護の縛りがありますので、

そちらの法律を適用するという意味合いの部分を明記しているものでございます。 

また、この新統計法の改正といいますか成立に伴いまして、第２号及び第３号の条文が

不用になりますことから削除しまして、第４号及び第５号を繰り上げて、第２号及び第３

号とするものでございます。 

８０ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成２１年４月 1

日から施行するものでございます。 

以上、議案第２３号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 幼稚園・保育園事務長。 

○幼稚園・保育園事務長（菅野 宏君） それでは、議案書８３ページをお開きください。 

 議案第２５号 訓子府町季節保育所及びへき地保育所条例の一部を改正する条例の制定

について、ご説明をさせていただきます。 

 訓子府町季節保育所及びへき地保育所条例（昭和３５年条例第１９号）の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとするものでございます。 

 記以下をご説明いたします。 

 訓子府町季節保育所及びへき地保育所条例の一部を改正する条例。 

 訓子府町季節保育所及びへき地保育所条例（昭和３５年条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 この条例の改正の趣旨につきましては、下段の説明にもありますように、この度のへき

地保育所でありますひので保育園の廃止に伴い、へき地保育所及びひので保育園の字句を

削除するものでございます。 

 記以下の条例改正分でございますけども、まず、条例の題名を「訓子府町季節保育所及

びへき地保育所条例」を「訓子府町季節保育所条例」に改め、第１条の設置につきまして

も、「及びへき地保育所（以下、季節保育所という）」を削り、「季節保育所」のみといたし

ます。さらに、第２条では、季節保育所とへき地保育所の名称及び位置が定められており

ますが、へき地保育所、ひので保育園、訓子府町字日出２８番地１４を削除するため、第

２条、季節保育所の名称、位置は次のとおりとする。あさひ保育園、訓子府町旭町７１番

地に改めるものでございます。 

 また、附則の２で関係する条例としまして、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利

用又は廃止に関する条例についても、一部改正するものでございます。 

 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例（昭和３９年条例第

３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号ロ中「及びへき地保育所」を削る。 

 第３条第８号中「及びへき地保育所」を削る。 
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 この条例の第２条につきましては、施設ごとに独占的に利用させる期間が定めており、

保育所の場合、季節やへき地保育所を含めて、６ヵ月以上独占的に利用させる場合には、

議会において、出席議員の過半数議決を得なければならないと定められており、また、第

３条では、保育所で季節やへき地保育所を含めて施設を廃止する場合、議会において出席

議員の３分の２以上の同意を得なければならないと定めております。 

 この度のへき地保育所の廃止に伴い、へき地保育所の字句を削除し、施設を廃止するた

めの一部改正であります。 

 附則の１でございますが、この条例は、平成２１年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 以上、訓子府町季節保育所及びへき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、

ご説明申し上げましたけれども、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） 議案書８６ページをお開きください。 

議案第２７号 訓子府町農業交流センターの一部の長期的な利用について、提案理由の

説明をさせていただきます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１１号の規定により、訓子府

町農業交流センターの一部を長期的に利用させることについて、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 記以下ですが、施設の名称は、訓子府町農業交流センターでございます。 

施設の場所は、訓子府町元町９２番地。 

占有させる面積は、旧駅事務室及び小上がりを含む待合室部分の計１２７．２㎡となり

ます。 

占有団体は、訓子府町商工会。 

利用目的といたしましては、軽食喫茶コーナーを設置し、併せて地場産品ＰＲ等により

「まちの活性化に供する施設」として活用するものでございます。 

占有期間といたしましては、別に契約書で定めることとしており、国有財産における事

例を参考に３ヵ年区切りとすることを予定しております。 

以上、訓子府町農業交流センターの一部の長期的な利用について、ご説明いたしました。

ご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、議案第１６号、議案第１７号、議案第２３号、議案第２

５号、議案第２７号の各案に対する提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、打ち合わせのため、暫時休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

再開 午後 ２時５８分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

お諮りいたします。 

 これより日程の順序を変更し、日程第３３、報告２号、日程第３４、報告第３号、日程
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第３５、報告第４号、日程第３６、報告第５号を先に審議したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

よって、この際、日程の順序を変更し、日程第３３、報告第２号、日程第３４、報告第

３号、日程第３５、報告第４号、日程第３６、報告第５号を先に審議することに決定いた

しました。 

 

    ◎報告第２号 

○議長（橋本憲治君） 日程第３３、報告第２号、専決処分の報告について、を議題とい

たします。 

 職員に報告を朗読させます。議案書９０ページになります。 

○議会事務局長（小野良次君） 議案書の９０ページをお開きいただきたいと思います。 

報告第２号 専決処分の報告について。 

平成２１年２月５日、訓子府町長から専決処分について、次のとおり報告があった。 

平成２１年３月１０日提出、訓子府町議会議長 橋本憲治。 

記、別紙。 

次のページ、９１ページでございますお開き下さい。 

平成２１年２月５日 

訓子府町議会 橋 本 憲 治 様 

訓子府町長 菊池一春 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので報告します。 

記、別紙。 

 次のページ、９２ページをお開きいただきたいと思います。 

専決処分書 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の

決定及び和解について、次のとおり専決処分する。 

平成２１年２月５日 

訓子府町長 菊池一春 

損害賠償額の決定及び和解について 

１．事故発生日時、平成２１年１月２６日（月）午前１０時４５分頃。 

２．事故発生場所、訓子府町字柏丘１５３番地。 

３．相手方、訓子府町字大谷３２８番地３、伊藤繁樹。 

４．事故の概要、上記の日時・場所において、建設課の土木技能員が公用車（除雪トラ

ック）で、柏丘の町道西１９号線を除雪作業中、町道南８線との交差点にて方向転換する

ためにハザードランプを点灯させ、一時停止したのちに後退した際、同じく後方に停車し

ていた後続車に接触し車両前方部分を破損させたものです。 

５．損害賠償額、この事故に対し、損害賠償の額を３４８，４００円と定め、和解する。 
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 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第３号 

○議長（橋本憲治君） 日程第３４、報告第３号 定期監査結果報告についてを議題とい

たします。 

 職員に報告を朗読させます。９３ページでございます。 

○議会事務局長（小野良次君） 議案書の９３ページでございます。 

 報告第３号 定期監査結果報告について。 

 監査委員から定期監査について、次のとおり報告があった。 

 平成２１年３月１０日提出、訓子府町議会議長、橋本憲治。 

 記、別紙。 

 次のページの９４ページでございます。 

平成２１年２月５日 

訓子府町議会議長 橋 本 憲 治 様 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 佐 藤 静 基 

平成２０年度定期監査の結果報告について 

地方自治法第１９９条第９項の規定によって、平成２０年度の定期監査の結果を報告し

ます。 

記 

 平成２０年度 定期監査結果報告書 別紙。 

 ９６ページをお開きいただきたいと思います。 

ここに、「３．監査結果及び意見」という項目がございます。この報告のみ朗読をもって

報告に変えさせていただきまして、それ以外の報告書の資料、９７ページから１０６ペー

ジまでにつきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 

３．監査結果及び意見。 

平成２０年１２月末日現在における各会計の予算執行状況、事業進捗状況、学校経営事

務状況等について監査を実施した結果、適正な行財政運営がなされていることを認める。 

なお、次の事項についての対応を望みたい。 

①一般財源の柱でもある町税等の賦課、徴収を万全に期するとともに、特に滞納繰越金

の徴収については、早急に滞納繰越解消対策計画を策定し、実行に移すこと。 

②国民健康保険特別会計については、保険給付費の動向を見極めつつ一般会計からの繰

入れに頼る財政運営の現状を認識し、一般会計依存を少しでも軽減する方策を講ずる

時期と考える。 

③水道事業会計については、平成２１年度に料金改定が行われることなども考慮し、さ

らに管理運営に万全を期すること。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、本報告を終わります。 
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    ◎報告第４号 

○議長（橋本憲治君） 日程第３５、報告第４号 出納検査結果報告についてを議題といた

します。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（小野良次君） 議案書の１０７ページをお開きいただきたいと思います。 

 報告第４号 出納検査結果報告について。 

 監査委員から出納検査について、次のとおり報告があった。 

 平成２１年３月１０日提出、訓子府町議会議長、橋本憲治。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２１年１月１４日町会計

管理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１．出納事務は適法に行われ、異常ないものと認める。 

訓子府町議会議長 橋 本 憲 治 様 

平成２１年１月１４日 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 佐 藤 静 基 

 １０８ページ、１０９ページにつきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、１１０ページをお開きいただきたいと思います。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２１年２月１０日町会計

管理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１．出納事務は適法に行われ、異常ないものと認める。 

訓子府町議会議長 橋 本 憲 治 様 

平成２１年２月１０日 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 佐 藤 静 基 

同じく１１１ページ、１１２ページにつきましては、先ほどと同様に省略させていただ

きます。 

続きまして、昨日、後ほど追加で配付させていただいております３月分の例月出納検査

報告書をお開きいただきたいと思います。ページ数で言いますと１１２－２ページでござ

います。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２１年３月９日町会計管

理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１．出納事務は適法に行われ、異常ないものと認める。 

訓子府町議会議長 橋 本 憲 治 様 

平成２１年３月９日 
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訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 佐 藤 静 基 

次のページの１１２－３、１１２－４ページにつきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第５号 

○議長（橋本憲治君） 日程第３６、報告第５号 所管事務調査結果報告についてを議題

といたします。議案書１１３ページになります。 

 ２つの常任委員会委員長から平成２０年度の閉会中に実施した所管事務調査について、

別紙のとおり報告がありました。 

 お諮りいたします。 

 本報告の朗読、質疑を省略し、報告を了承することにし、あわせて本報告を関係執行機

関に送付することにいたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 以上で、本報告を終わります。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（橋本憲治君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって本日は、これにて散会することに決定いたしました。 

 ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時 ８分 


